
「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年
度

平成27年
度

平成28年
度

平成29年
度

平成30年
度

平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

1 食育推進会議

「札幌市食育推進会議」では、食育推進計画の
策定、その進捗に関すること等を審議していま
す。委員は、学識経験者、食に関係する団体の
代表者、市民委員で構成されています。（保健
所）

1,2,3,4,5 継続 1 1 1 3 1 継続して実施
第3次札幌市食
育推進計画

1回以上 各年 保） 保健所
健康企
画課

516 499 755 1029 948

7,736 7,028 8,736 14,370 11,105

2,835 2,883 2,480 2,505 3,545 2500回 各年

51,899 58,322 48,730 52,660 166,843 ― ―

38,265 38,340 36,992 32,434 31,818

実施回数 1,358 1,421 1,387 1,492 1,472

参加者数 44,023 46,881 46,059 56,586 53,007

実施回数 310 310 286 302 303

参加者数 7,699 7,613 6,219 6,265 6,913

637 637 644 623 646

796 751 766 762 757

1,632 1,628 1,671 1,732 1,656 ― ―

80 72 208 246 289 ― ―

4,986 5,954 5,276 6,506 10,853

全課で実施
（健康企画
課、各区健
康・子ども
課、保健給

食課）

各年

8
札幌市栄養成
分表示の店

「ここから健康づくり応援団」では、エネルギーな
どの栄養成分表示を継続して３メニュー以上実
施している外食料理店等を栄養成分表示の店
として登録し、ステッカーを配付するとともに、
ホームページ「食育情報」に店舗名等を掲載し
ています。（保健所）

1,2,3,4,5 継続 1,632 1,628 1,671 1,732 1,656
登録店の閉店等により件数が減っ
ている。

栄養成分表示の店につ
いて周知していく。

保） 保健所
健康企
画課

9
ヘルシーメ
ニュー事業

市民が栄養に配慮した食事を選択できるよう、
「栄養成分表示の店」推進事業の一環として、ヘ
ルシーメニューを提供する外食料理店を増やす
等、食環境整備に取り組んでいます。（保健所、
各区保健センター）

1,2,3,4,5 継続 26 21 39 39 37

ヘルシーメニュー提供店舗の閉店
等により多少減少したものの。市民
自らが外食時に健康的な食生活を
実践できる環境整備が進んでい
る。

継続して実施 保） 保健所
健康企
画課

661 596 528 646 741 550 各年

24,358 23,092 12,952 17,933 15,534 ― ―

1,2,3,4,5

1,2,5

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

食生活指針の
啓発事業

「健康」分野に加えて、「地産地消」や「環境に配
慮する食生活」など「食育」の観点を取り入れた
「札幌市食生活指針」の普及・啓発に取り組ん
でいます。（保健所、各区保健センター）

野菜摂取強化
事業

第3次札幌市食
育推進計画

市民に野菜摂取の喚起を図ることを目的とし
て、８月を野菜摂取強化月間、「毎月１日は、野
菜の日」と定め、市内の給食施設やボランティア
団体、野菜販売店・大型スーパー等と連携し、
普及啓発等に取り組んでいます。（保健所、各
区保健センター）

第3次札幌市食
育推進計画

健康教育
（栄養・食生活）

拡大

生活習慣病の予防、健康増進等に関して管理
栄養士が健康教育を実施しています。（各区保
健センター）

項目

備考

実績 その他関連計画

啓発回数

令和元年度以降の方向
性

（中間評価後）

啓発人数

高校生のための食生活指針を新規
に作成するための検討委員会を開
催した。

会議開催数

啓発人数

担当

保）

啓発回数

継続してポスターの掲示
や野菜レシピの配布等
により啓発していく。

1,2,3,4,5

健康企
画課

H30
取組
状況

拡大

保健所
健康企
画課

市内全ての高校1年生に
配布し、啓発していく。

健康企
画課

保健所

保健所

指導施設数

保健センター等で食生活
改善推進員協議会ととも
に取り組んでいく。

例年並みに実施

新たに「野菜も多くうす味で～乳製
品も～」の事業を開始し、野菜摂取
の必要性について周知を行った。
また、インベントなどで周知する機
会が増え、人数が大幅に増えた。

保健所

保）

保）

保健所
健康企
画課

保） 保健所

保健所

健康企
画課

保）

健康企
画課

保）

継続して実施例年並みに実施

継続

参加者数

加工食品における栄養成分表示の
義務化（令和２年４月～）に伴い、
関係業者等からの相談件数が増
え、市民への啓発機会が増えてい
る。

エコクッキング啓発回数

保）
健康企
画課

既存事業を継続して実
施。野菜摂取とともに減
塩に関する健康教育を
強化していく。

健康教育後、「主食・主菜・副菜を
揃える」「1日3食食べる」「毎食野菜
を食べる」について、「食べようと思
う」、「できるだけ食べようと思う」と
回答した人が98％を超えていた。
（各区保健センター）

継続して実施例年並みに実施

関係業者及び市民への
栄養成分表示の普及啓
発を拡充する。

第3次札幌市食
育推進計画

基本要素１

要素

栄養・食生活
1　適切な量と質の食事をとる人を増やします
２　適正体重を維持している人を増やします
３　健康な生活習慣（栄養・食生活）を身に付けている青少年を増やします
４　適正体重の子どもを増やします
５　低栄養傾向にある高齢者を減らします

関連する事業等の概要

エコクッキング
の推進

外食・加工食
品の栄養成分
表示普及事業

1,3
健康と環境に配慮した食生活を進めるために、
「エコクッキング」の普及啓発を行っています。
（保健所、各区保健センター）

4

市内の※特定（多数）給食施設である病院、事
業所、幼稚園等の約600施設の施設管理者等
に対して、保健所の栄養指導員が栄養管理指
導を行うとともに、健康づくりに係る啓発事業を
行っています。                 （保健所）
※特定（多数）給食施設とは、特定の人に対して
１回50食以上、または１日100食以上継続して給
食を提供している施設

10

取組方針

特定給食施設
指導

健康教育

栄
養
・
食
生
活

事業Ｎｏ
関連する
事業等

2

拡大

市民自らが健康づくりを行うために外食や加工
食品の栄養成分表示により、適正な情報提供を
行うことが必要となっています。表示を普及させ
るために関係業者に対し、表示の普及啓発と方
法等の指導を行っています。また、市民に対し
ては、表示された栄養成分の理解促進に向けた
啓発事業を行っています。　　　　（保健所、各区
保健センター）

継続

拡大

継続

取組方針

1,3

5

栄養成分表示の店登録数

個別栄養相談人数

6

7

3

栄養講習会

ヘルシーメニュー提供店舗数

加工食品等指導・相談件数

啓発人数

登録店舗数

指導回数

栄養相談と栄
養講習会

管理栄養士が個々人に応じた適正な食生活を
支援するための個別の栄養相談と、離乳食など
の子どもの食生活に関する講習会や糖尿病な
どの生活習慣病を予防するために食生活につ
いて学ぶ栄養講習会を実施しています。（保健
所、各区保健センター）

資料３-１

令和元年（2019年）11月12日

札幌市健康づくり推進協議会
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年
度

平成27年
度

平成28年
度

平成29年
度

平成30年
度

平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課項目

備考

実績 その他関連計画令和元年度以降の方向
性

（中間評価後）

担当H30
取組
状況

要素 関連する事業等の概要事業Ｎｏ
関連する
事業等

取組方針

39 37 28 19 32 10 各年

937 1,140 881 542 687

52 50 45 30 29

522 470 350 327 229

99 114 80 63 135 100 各年

1,051 1,239 748 686 1,328 ― ―

14
健康料理フェ
スティバル

健康的でバランスの良い食生活を進めるため
に、札幌市調理師団体連合会との共催により、
市内のホテルを会場として、年１回、健康料理
フェスティバルを開催しています。（保健所）

1,2,5 継続 1 1 1 1 1

申込者236名（定員120名）
定員を超える申し込みがあり、実施
後のアンケートでは、講演について
参加者の約9割が「参考になった」、
「おおむね実践できる」と前向きな
回答であった。（保健所）

継続して実施 保） 保健所
健康企
画課

1,548 1,550 1,508 1,452 1,378

139 169 151 144 161

実施回数 20 24 20 16 14

参加者数 5,406 26,467 25,425 4,396 3,928

実施回数 523 612 939 886 866

参加者数 25,938 26,965 31,705 24,485 21,796

17
高齢者の食生
活指針の啓発
事業

管理栄養士が介護予防の観点から、65歳以上
の方を対象とした「高齢者のための食生活指
針」を作成し、食育の啓発に取り組んでいます。
（保健所、各区保健センター）

1,2,5 継続 76 68 79 114 131

実施後のアンケートでは、講座の
内容について「参考になった」と回
答した人が9割であった。また、これ
から始めようと思った項目は「ゆっく
りよく噛んで食べる」「体を動かす」
などが上位であった。

介護予防センター・食生
活改善推進員協議会と
協働のすこやか食育支
援事業等でも啓発してい
く。

第3次札幌市食
育推進計画

100回以上 各年 保） 保健所
健康企
画課

240 240 160 240
平成27年度

達成済

1,425 1,251 767 ― ―

17 27

620人 2337

高齢者口腔機
能向上・栄養
改善教室（二
次予防事業）

食生活の地域改善活動推進の担い手である食
のボランティアの食生活改善推進員を養成する
ため、所定のカリキュラムに基づく養成講座を実
施しています。（各区保健センター）

19
本気(まじ)めし
プロジェクト

札幌市健康・栄養調査結果などから、20代、30
代の朝食摂取率が低い、野菜の摂取量が少な
い等、食生活の課題があることからその改善に
向けて、各区保健センターでは若い世代を対象
とした体験型の食育支援事業を行っています。

3 継続

実施回数

第3次札幌は食
育推進計画

10回以上

参加者数

事業実施後のアンケートでは、今
後野菜摂取量を増やそうと思う人
が約9割、朝食を食べる回数を増や
そうと思う人が約8割であったことか
ら、意識の改善につながる効果が
得られた。

継続して実施
2022年：30回
以上

保） 保健所
健康企
画課

保）

各年

保健所

例年並みに実施

男性の料理教
室

継続 保）養成数の増加

保健所保）例年並みに実施
第3次札幌市食
育推進計画

食生活改善推進員協議
会等による教室の開催を
支援していく。

例年並みに実施

基本的には既存事業を
継続して実施していく。た
だし参加人数の減少など
の理由により廃止してい
る（した）区については、
講話の中で食生活の重
要性を普及啓発してい
く。

高齢化により推進員が
減少傾向にあるが、引き
続き養成を行い、市民へ
の食をとおしたボランティ
ア活動を継続できるよう
にする。

養成講座受講後のアンケートで
は、講座の内容について「参考に
なった」と回答した人が95%であっ
た。

既存事業を継続して実施
健康企
画課

札幌市高齢者保
健福祉計画・介
護保険事業計画

高齢保
健福祉
部

介護保
険課

第3次札幌市食
育推進計画

健康企
画課

健康企
画課

保健所

保健所

栄養講習会　　

継続

管理栄養士や歯科衛生士、看護師などの専門
職員が、元気でいるために必要な栄養・食事、
食べることに欠かせない噛む力や飲み込む力を
保つ方法について楽しく学ぶ教室を開催してい
ます。（保)　高齢保健福祉部）

実施回数

参加者数

保）廃止
平成28年度末をもって本
事業は終了。

平成29年度よ
り介護予防・日
常生活支援総
合事業に再編

5

啓発回数

食生活改善展　

1,2,3,4,5 継続して支援していく。

開催回数

継続 保）

参加者のアンケート結果では、今
後の食生活で「朝食、野菜、牛乳・
乳製品」について、「毎食食べる」、
「回数を増やす」と回答した人が
98％を超えていた。（各区保健セン
ター）

第3次札幌市食
育推進計画

保）

保健所
健康企
画課

健康企
画課

食生活改善地
区組織活動の
支援

食生活改善推進員が、健康づくりに役立つ調理
実習等を含む講習会や食生活改善展などの活
動をするための支援をしています。(保健所、各
区保健センター）

食生活改善推
進員養成事業

16

1,2,3,4,5

栄
養
・
食
生
活

18

健康に関する食生活を学びながら調理の実践
を促し、地域の自主活動グループ等へ参画して
いくこと等を目的として、「男性の料理教室」の開
催や、男性料理グループの活動支援等を行って
います。（各区保健センター）

15

妊産婦料理教
室

妊産婦とその配偶者を対象に、妊娠中や産後
の食生活の重要性を普及啓発するとともに、生
活習慣病を予防する食生活について学ぶ料理
教室を実施しています。（各区保健センター）

親子料理教室 3,4

継続

13

12

11

幼稚園児・小・中学生とその保護者を対象とし
て、親子が健康づくりのための食生活を学ぶ料
理教室を、学校等で行っています。（各区保健セ
ンター）

継続

1,2,3,4

1,2,3,4,5

推進員数

修了者数

開催・支援回数

参加者数

実施回数

開催回数

参加者数

参加者数
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

110,133 85,184 113,211 124,433 123,993

45,513 48,160 48,595 56,128 55,764

150,875 148,252 154,716 157,234 153,931

54 60 67 77 77
健康企画
課

69 100 103 106 103 健康企画
課

22

ウォーキング
実践指導ボ
ランティア研
修

健康づくりに取り組む市民を対象に、交流会及び
ウォーキング指導者としての知識や技術を学習する
「ウォーキング実践指導ボランティア研修」を実施し
活動を支援しています。（保）保健所）

1,2,4 廃止 49 40 34

市民交流ウオー
キング大会に従
事するボランティ
アの育成という役
割を終え、平成28
年度で終了。

・札幌市スポーツ
推進計画
・札幌市高齢者支
援計画2018 保） 保健所

健康企画
課

23
市民交流
ウォーキング
大会

平成20年度からウォーキング実践指導ボランティア
研修受講者が中心となり全区のボランティアが協力
して「市民交流ウォーキング大会」を年１回、開催し
ています。（保）保健所、各区保健センター）

1,2,4 廃止 280 330 308 325

事業を開始して
10年経過し、ウ
オーキングの普
及に一定の効果
があったとし、平
成29年度で終
了。

・札幌市スポーツ
推進計画
・札幌市高齢者支
援計画2018 保） 保健所

健康企画
課

24
ウォーキング
推進キャン
ペーン

運動習慣の定着を目指し、ウォーキングマップの作
成、普及啓発等を通し幅広い年齢層が気軽に取り組
めるウォーキングを推進しています。（保）保健所）

1,2,3,4 廃止
ウオーキングマッ
プの作成はＨ26
年度で終了。

札幌市スポーツ推
進計画

保） 保健所
健康企画
課

25

若い世代の
健康寿命の
延伸に関す
る企画事業

「健康に関心が低いと考えられる若い世代」を重視す
る対象者と定め、若い世代の健康格差の縮小に向
けて取り組効果的な啓発方法や仕組みづくりについ
て、調査し、事業を企画します。（保）保健所）

1 継続

健康なまちづくりフォーラムの開催と併せ
て、啓発を実施。アンケートの結果、例年
より30～50歳代の参加が多く、フォーラ
ムへの参加をきっかけに「健康づくりに
取り組もうと思った」と回答した人の割合
が約６割であったことから、若い世代へ
の一定の効果があったと考える。

中間評価を踏まえ、働く世代や女性を
対象とし、日常生活の中で取り組める
健康づくりの啓発を目的とした、事業を
検討する。

保） 保健所
健康企画
課

908 828 796

18,136 17,650 16,939

― ―

― ―

実施回数 73 154 155 160 165 保） 保健所
健康企画
課

参加者数 4,195 7,451 6,657 7,022 6,292 保） 保健所
健康企画
課

実施回数 4 14 4 2 1 保） 保健所

参加者数 175 364 94 150 27 保） 保健所

3,127 3,050 2,919 3,724 4,196

58,612 60,033 58,119 72,338 78,593

31
すこやか倶
楽部

高齢者を対象に、転倒予防や体力増進のための体
操、各種レクリエーション、交流会などを地域やボラ
ンティアの協力のもと実施しています。（介護予防セ
ンター）

1.2.4 廃止 40,822 42,594 42,700
平成29年度より再編し、介護予防教室
として統合。

平成29年度より介
護予防・日常生活
支援総合事業に再
編

― ― ― 保）
高齢保健
福祉部

介護保険
課

32
公園緑地や自
然歩道、市民
の森の利活用

身近な公園緑地における余暇活動や自然歩道、市
民の森での散策ができる環境づくりを進めています。
(建) みどりの推進部)

1 継続
都市公園2,734箇所、自然歩道8ルート、
市民の森6箇所を開放し、市民の余暇活
動等に利用された。

引き続き、余暇活動、散策等ができる
環境づくりに取り組む。

札幌市みどりの基
本計画

― ― 建）
みどりの
推進部

みどりの
推進課

33
公式ホーム
ページの充
実

スポーツをしている人をはじめ、これからしてみたい
と思っている人やスポーツに興味のなかった人に
とっても、必要な情報を手に入れることができるよう
に、利用者視点で内容の見直しを図ります。（札幌市
スポーツ推進計画の計画期間で実施予定）（ス) ス
ポーツ部）

1 継続

改定された札幌市スポーツ推進計画
の内容を踏まえ、引き続き必要な情報
発信ができるよう公式ホームページの
あり方について検討を行う。

札幌市スポーツ推
進計画

― ― ス）
スポーツ
部

企画事業
課

34

地域スポー
ツ応援サイト
「さぽスポ
ネット」

体育振興会等の地域スポーツクラブの活動情報が
検索できるインフォーメーションシステムとして、さっ
ぽろ地域スポーツ応援サイト「さぽスポネット」を積極
的に活用し、地域スポーツクラブの活性化を図り、市
民が身近な地域で気軽にスポーツ活動ができる環
境をつくります。（ス) スポーツ部）

1 廃止 サイト維持費の不足から、当該サイト
は平成30年度末に廃止。

ス）
スポーツ
部

企画事業
課

35

「ウォーク
さっ歩ろ」に
よるウォーキ
ング情報の
集約、発信

ウォーキングを通じて、市民がいつまでも元気であり
続け、札幌が「歩きやすい街」「歩いて楽しい街」「歩
きたくなる街」として、国内外に広く知られるようにな
ることを目標として、公式ホームページ内で、各区の
ウォーキングマップや関連イベント等の情報を掲載し
ます。（ス) スポーツ部）

1,2 縮小

地域でウォーキングが十分行われてい
るため、スポーツ部としてのとりくみは
縮小する。

札幌市スポーツ推
進計画

ス）
スポーツ
部

企画事業
課

身
体
活
動
・
運
動

1,2,4

26
転倒予防教
室

高齢者の転倒を予防するため、介護予防センターで
転倒を予防するための体操などの介護予防教室を
開催しています。（介護予防センター）

1.2.4 廃止

雪道転倒防止と札幌らしい冬の暮らし方を市民とと
もに考え、作り上げていくために、札幌市のほか、開
発局やNPO法人、民間企業などで推進協議会を設
置して、ホームページを作成し、イベントや教室など
のさまざまなキャンペーン活動を行っています。（保)
高齢保健福祉部）

中間評価の課題を踏まえ、テーマを検
討していく。

実績

イベント回数

保）
高齢保健
福祉部

介護保険
課

その他関連計画 担当

項目

参加者数

参加者数

継続

趣味活動等のサークル等も利用できる
よう、派遣団体の要件の拡大やサポー
ターが中間評価を踏まえた啓発を行う
などサポーター登録要件の追加など見
直しを実施。

健康企画
課

令和元年度以降の方向性
（中間評価後）

保）

サポーター登録数

各館の利用者に
ついては、業務水
準を大きく上回っ
ている。

・札幌市スポーツ
推進計画
・札幌市高齢者保
健福祉計画・介護
保険事業計画

無 無 保） 保健所

中央健康づくりセンター利用者数 重視する対象者への受診勧奨や新規
利用者の増加に取り組み、事業の効
率化により支出を削減し利用者数増加
等により収入増をはかり、収入の安定
化を努める。

無

「ロコモティブシンドローム」単独で実施
する機会は少なく、現状として運動習慣
の定着と併せて実施している。他テーマ
と併せた実施状況を把握できるよう、報
告様式の見直しを実施。

基本要素２ 身体活動・運動

取組方針

１　一人ひとりの状態に合わせた適切な運動に取り組む人を増やします
２　日常生活における歩数を増やします
３　運動習慣のある子どもを増やします
４　高齢者の日常生活における歩数を増やします
５　ロコモティブシンドローム（運動器症候群）を知っている人を増やします

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等

関連する事業等の概要 取組方針

20
札幌市健康
づくりセン
ター

医師、保健師、管理栄養士、健康運動指導士などの
専門スタッフが、健康診断や体力測定などの結果を
基に、生活・運動・栄養指導などを通じて、個人に
合った健康づくりの実践を支援しています。（札幌市
健康づくりセンター）

1,5 継続

21
健康づくりサ
ポーター派
遣事業

市民の自主的な健康づくりを推進するため、健康づく
りを目的とした地域の自主活動グループ等に健康づ
くりについて助言、指導を行うサポーターを派遣し、
地域の健康づくりグループ等の主体的な活動を支援
しています。（保）保健所、各区保健センター）

H30
取組
状況

東健康づくりセンター利用者数

西健康づくりセンター利用者数

備考

実施回数

参加者数

サポーター派遣回数

一定の派遣があり、特に既存の自主活
動グループの継続利用があり、地域の
主体的な健康づくり活動の支援につな
がっている。

・札幌市スポーツ
推進計画
・札幌市高齢者支
援計画2018

保健所

平成29年度より再編し、介護予防教室
として統合。

平成29年度より
介護予防・日常生
活支援総合事業
に再編

介護保険
課

参加者数

28 健康教育

各区保健センターでは、生活習慣病の予防、健康増
進等に関して医師・歯科医師・薬剤師・保健師・栄養
士等が健康教育を実施しています。（各区保健セン
ター）

1,2,4 継続

平成24年度以降
実績なし。計画予
定もなし。

保）
高齢保健
福祉部

　27 廃止
さっぽろウィ
ンターキャン
ペーン

介護予防教室を通じ、運動を含めた介
護予防活動に取り組む高齢者を増や
し、教室以外の場でも自主的に取り組
むよう支援する。

平成29年度より
介護予防・日常生
活支援総合事業
に再編

札幌市高齢者支
援計画2018

29 健康教育

各区保健センターでは、生活習慣病の予防、健康増
進等に関して医師・歯科医師・薬剤師・保健師・栄養
士等が健康教育を実施しています。（各区保健セン
ター）

5 継続
健康教育

（ロコモティブシ
ンドローム）

・さっぽろ医療計画
・札幌市高齢者支
援計画2018

健康教育
（運動）

中間評価の課題を踏まえ、テーマを検
討していく。

参加者数は一定数を維持しており、市民
への正しい知識の普及啓発に一定の効
果があった。健康さっぽろ21（第二次）取
組方針との紐づけや主テーマ以外の啓
発内容を把握できるよう報告様式の見直
しを実施。

・さっぽろ医療計画
・札幌市高齢者支
援計画2018

健康企画
課

介護予防セン
ターが支援す
る介護予防に
資する住民
主体の通い
の場の箇所
数530団体

2019年度 保）
高齢保健
福祉部

介護保険
課

参加者数

参加者数

1.4.5 継続30
介護予防教室
（一次予防事
業）

高齢者の閉じこもりを予防するため、介護予防セン
ターが軽い体操や講話、交流会などの教室を開催し
ています。（介護予防センター）

実施回数

資料３-２

令和元年（2019年）11月12日

札幌市健康づくり推進協議会
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

実績 その他関連計画 担当

項目

令和元年度以降の方向性
（中間評価後）

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等

関連する事業等の概要 取組方針
H30
取組
状況

備考

260 256 257 253 249

3 3 3 3 3

283 282 282 281 281

38 38 38 34 35

1,321,299 1,353,712 1,360,470 1,383,436 1,341,885

38
オリンピアン
ズキャラバン
事業

オリンピック選手等を活用した体験会等を実施し、市
民がスポーツをするきっかけづくりと町内会等の地域
諸団体の活性化につなげます。（ス) スポーツ部）

1 継続 884 1,470 1,730 2,336 5,110

トップアスリートと触れ合うことで、参加者
はスポーツに親しむ意欲が向上し、主催
者はイベントへの参加者が増えたと好意
的な声が寄せられている。

事業活用者数が年々増加しているの
で、より多くのイベントで活用していた
だけるよう周知に力を入れて取り組ん
でいく。

札幌市スポーツ推
進計画

1500 平成31年度 ス）
スポーツ
部

企画事業
課

39
地域スポー
ツにぎわい
促進事業

「さっぽろ地域スポーツにぎわい促進委員会」を設置
し、各地域におけるスポーツ活動の活性化に向け
た、具体的な施策を検討します。（ス) スポーツ部）

1 廃止
各体育振興会の既存予算で対応する
こととし、平成30年度末に廃止。

札幌市スポーツ推
進計画

ス）
スポーツ
部

企画事業
課

40
地域スポー
ツ指導者活
用事業

地域のスポーツ指導者（ボランティア）を市立中学校
のスキー学習等に派遣し、学校と地域が一体となっ
て子どもの学びを支援する仕組みづくりを推進しま
す。（ス) スポーツ部）

1.3 継続 18 64 82 87 83

ウインタースポーツ種目の授業補助とし
て一定の効果があるので今後も継続して
ほしいとの声が利用校から寄せられてい
る。

指導者の確保が難しい現状があるの
で、各競技団体等と調整を行いなが
ら、今後も継続する方向で検討する。

平成27年度より
事業名変更

札幌市まちづくり
戦略ビジョン
札幌市スポーツ推
進計画

200 平成31年度 ス）
スポーツ
部

企画事業
課

2

460

42

アスリートによ
る出前授業～
ようこそ！ユ
キセン～

小学校にウインタースポーツのアスリートを派遣し、
アスリートとのふれあいやスポーツ体験により、子ど
も達のウインタースポーツへの興味関心を高め、日
常化への契機とします。（ス) スポーツ部）

廃止 224
平成26年度をもっ
て事業終了（予算
統合のため）

札幌市スポーツ推
進計画

ス）
スポーツ
部

企画事業
課

10 12 14 18 18

782 934 1,019 1,463 1,416

304 293 284 295 285

5,305 5,297 5,155 5,136 5,098

45
運動部活動ア
スリート派遣事
業

中学校及び特別支援学校の運動部活動にアスリー
トを派遣することで、顧問教員が指導のノウハウを学
ぶ機会とし、顧問教員の指導力の向上を図ります。
また、部員生徒がアスリートと触れ合うことや直接指
導を受けることで、スポーツに対する関心。意欲の向
上を図り、部活動の充実を図ります。（ス）スポーツ
部）

1,3 継続 15校 15校

例年、応募定数を上回る応募があり、事
業活用者からは指導者の指導の質向上
及び部員生徒の意欲向上に高い効果が
あると好評を博している。

派遣期間を通年・半年にすることや、
派遣種目の拡大を検討していく。

スポーツ推進計画 ス） スポーツ部
企画事業
課

46
さっぽろっ子ウ
インタースポー
ツ料金助成

ウインタースポーツに親しむ機会を創出するため、札
幌市内の小学生を対象にしてスキーリフト料金及び
スケート貸靴料金を助成します。（ス）スポーツ部）

1,3 縮小 3844 9024

助成券が配付されたことで、スキーやス
ケートに行くきっかけとなったという好意
的な声が寄せられている。助成対象施設
や対象学年の拡大を望む声が寄せられ
ている。

より多くの子どもたちにウインタース
ポーツに親しむ機会を創出するため、
助成対象施設を増やしたり、対象学年
の拡大を検討していく。

スポーツ推進計画 ス） スポーツ部
企画事業
課

47
ウインタース
ポーツ塾事業

ウインタースポーツの裾野拡大と競技力の向上を図
るため、札幌市内の子どもを対象に、ウインタース
ポーツを幅広く体験する機会を提供する「エントリー
コース」と、高いレベルの技術指導を受ける機会を提
供する「エキスパートコース」を実施します。（ス）ス
ポーツ部）

1,3 縮小 287 1444

エントリーコースでは、普段なかなか体験で
きることのない種目に取り組むことができ、
今後ウインタースポーツに親しんでいくきっ
かけとなったとの声が多く寄せられている。
エキスパートコースでは、複数回トップレベル
の指導をしてもらえることで、確実に競技力
向上につながっているとの声が寄せられて
いる。

より多くの子どもたちに参加機会を提
供できるよう、冬期間だけではなく通年
での事業実施に取り組む。また、体験
会の回数を増やしていく。

スポーツ推進計画 ス） スポーツ部
企画事業
課

28 36 40 47

約3,500 約3,600 約3,800 約5,300

49

白石保健セン
ター主催
「ウォーキング
会」

区民一人ひとりが自主的に健康づくりに取り組むと
いう意識をさらに高め、かつ継続的な運動習慣の定
着を図ることを目的に、手軽な健康づくり運動として
始められるウォーキング会をウォーキング自主活動
グループ「白石とことこ会」と共催し、区民を対象とし
て実施。ウォーキング６回、ノルディックウォーキング
１回、水中ウォーキング１回の全８回

1,2,4 継続 370 411

ウォーキング自主活動グループ「白石と
ことこ会」と共催し、季節感や景色を楽し
みながら歩けるコースを設定している。
参加者からは楽しく歩け、いい運動にな
るという声が多くあり、健康づくりの意識
を高めることができたと考える。

今後も新コース設定を検討し、実施継
続する。

白石 保健福祉部
健康・子
ども課

50
南区ウォーキン
グ大会

区民の運動習慣確立を目指し、ウォーキングボラン
ティア団体（みなみくん歩好会）と協働で「南区ウォー
キングマップ」を活用したウォーキング大会を年３回
実施しています。

1,2,4 継続 77 102

ウォーキングボランティアと協働で大会を
実施することで、参加者がボランティアと
交流し、南区の自然を楽しむウォーキン
グを体験したり、ボランティア団体の主催
する定例ウォーキングに参加するなど運
動習慣の確立につながったと考える。

冬期の運動習慣確立を目指し、冬期
間に行うウォーキング大会の充実を図
る。

札幌市スポーツ推
進計画

各区で実
施するス
ポーツイベ
ントの参加
者数
50,000人

平成34年度 南区 保健福祉部
健康・子
ども課

51
地域の健康づく
り推進事業（清
田区）

区民の健康増進を図り、「歩きやすい街」、「歩いて
楽しい街」、「歩きたくなる街」を目指して、「区民交流
ウォーキング大会（清田区歩こう会）」を実施し、区内
のウォーキング人口を増やし、ウォーキングによる健
康づくりを推進する。

1,2,4 継続 210 211
・健康づくりの場を提供することで、健康
についての意識を高めることができる。

・健康づくりに取り組む意識をさらに高
めていくために、必要な環境づくりを今
後も引き続き実施。
・健康づくりグループ「清田Ｈｉ遊会」に
よる協力（受付業務、準備体操、コース
誘導、安全管理等）を得ているが、今
後もその関係を継続して事業を実施し
ていく。

札幌市スポーツ推
進計画

各区で実施
するスポーツ
イベントの参
加者数
50,000人

平成34年度 清田 保健福祉部
健康・子
ども課

52
西区ウォーキン
グ

ウォーキングを通した区民の健康づくり推進を目的
に、西区健康づくりネットワーク会（健康づくりに取り
組む自主活動グループを中心に構成する団体）と区
が協力して、年１回実施しています。大会では、ノル
ディックウォーキングのミニ講座も行っています。

1,2,4 継続 75 0  雨天中止
ウォーキングより更に運動効果が高い
ノルディックウォーキングを継続して取
り入れる。

札幌市スポーツ推
進計画

各区で実施
するスポーツ
イベントの参
加者数
50,000人

平成34年度 西区 保健福祉部
健康・子
ども課

プログラムの実施については、行政関係
のみではなく、教育機関・公共的団体・企
業等約50以上の団体が参加しており、ま
た、協賛企業も30を超え、幅広い年齢層
での東区民の一体感の醸成に寄与する
イベントとなっている。

東 市民部

身
体
活
動
・
運
動

プログラム数

48
ひがしく健
康・スポーツ
まつり

東区民の健康に対する意識を高め、食習慣・運動習
慣形成へのきっかけづくりと、気軽な参加による東区
民の一体感を生み出すため、区内の各団体・教育機
関が企画を持ちより、札幌市スポーツ交流施設「つ
どーむ」にて、ウォーキングや健康測定など多彩なプ
ログラムによる健康と運動をテーマにしたイベントを
実施しています。（東区連合町内会連絡協議会・東
区役所・（一財）さっぽろスポーツ健康財団）

1.3 継続

参加者数

地域振興
課

参加者数

参加者数
(第１回～第３回）

派遣校数

利用者数

参加者数

参加者

参加者数

誰にとっても身近で関心の深い「健康」
をコンセプトに、東区としての一体感が
生み出され、よりよいまちづくりへの機
運が醸成されていくよう、個別プログラ
ムを企画・運営する各団体・教育機関
とともに、当面は継続実施を予定して
いる。

36
スポーツ推
進委員の活
動促進

スポーツ大会やイベントの実施にあたり、スポーツ推
進委員を積極的に活用するとともに、研修の実施や
研究協議会への参加等により企画・運営のスキル
アップを図り、地域スポーツの活動を促進します。
（ス) スポーツ部）

1 継続

委嘱人数
（3月31日現在）

研修実施回数

地域スポーツの担い手として研修等を
通じて更なる資質の向上を図ることか
ら、研修会の内容について検討する。

札幌市スポーツ推
進計画

ス）
スポーツ
部

企画事業
課

グラウンド開放校数

利用者数(延べ数)

参加者数

札幌市スポーツ推
進計画

ス）
スポーツ
部

企画事業
課

学校開放は、市民の身近な運動の場
となっておりニーズも高いことから、利
用率を鑑みながら現在の事業規模、予
算規模を維持していきたい。

年間延べ130万人以上の市民に利用さ
れており、スポーツ活動の場の提供とし
ては、一定の成果が上がっていると考え
る。

体育館開放校数

41
ウインタース
ポーツキャラ
バン

地域の公園等に用具や指導者を配置し、冬季に屋
外で遊ぶ機会が減っている子どもたちに、雪遊びや
ウインタースポーツを体験する機会を提供し、ウイン
タースポーツに親しむ習慣づくりを行います。（ス) ス
ポーツ部）

廃止
実施会場数

37
学校体育施
設開放事業

学校教育に支障のない範囲で小中学校の体育施設
（体育館、格技室、グラウンド、プール）を市民の皆様
に開放し、市民が自主的なスポーツ活動ができる環
境をつくります。（ス) スポーツ部）

1 継続

人材リスト登録者数

企画事業
課

参加者数

ス）
スポーツ
部

企画事業
課

参加者数

参加者数

平成26年度をもっ
て事業終了（予算
統合のため）

札幌市スポーツ推
進計画

ス）
スポーツ
部

補助金交付団体所属人数
（4月1日現在）

札幌市スポーツ推
進計画

ス）
スポーツ
部

企画事業
課

スポーツ少年団は、青少年の健全育
成を目的としたさまざまな事業を展開し
ており、本市のスポーツ振興に大いに
寄与していることから、引き続き補助を
継続する。

補助金を財源に多くの交流大会が開催
されており、青少年のスポーツ振興に大
いに寄与している。

44
スポーツ少
年団活動支
援

青少年スポーツの技術力向上及び底辺拡大を図る
とともに、スポーツ活動を通じて青少年の健全育成を
目的に活動している札幌市スポーツ少年団を支援す
るため、団体運営、各種事業の実施にあたり補助金
を交付します。（ス) スポーツ部）

1.3 継続

補助金交付団体数
（4月1日現在）

札幌市スポーツ推
進計画

例年人気が高く、実施予定校の上回る
募集がある。多くの学校で活用される
よう周知を図るとともに、これまで利用
のない学校の活用を推奨していく。

専門のインストラクターによる手厚い指
導があることで、日常的に体験すること
が難しい「歩くスキー」に親しむ機会とな
り、利用した児童及び学校から事業に対
して好意的な声が寄せられている。

43
歩くスキー出
前授業

歩くスキー授業を実施する学校を対象に、クロスカン
トリースキーの指導者を派遣し、子どもたちにウイン
タースポーツの楽しさや喜びを伝えることにより、ウ
インタースポーツに親しむ習慣を育てます。（ス) ス
ポーツ部）

1.3 継続

実施校数
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

実施回数 0 1 2 2 0

参加者数 0 13 44 46 0

思春期 10 30 29 44 18

ひきこもり 27 30 17 35 46

薬物問題 4 2 2 13 7

アルコール問題 8 7 6 10 3

札幌こころのセン
ター 5,901 6,746 6,953 7,399 8,853

精神保健
福祉セン
ター

各区保健福祉
部

10,153 11,766 12,735 12,300 12,792
障がい福
祉課

56
精神科救急
情報センター

夜間や休日に緊急の精神科医療を必要とする方か
らの電話相談を受け付け、病院との連携などのトリ
アージを行います。（札幌こころのセンター）

1.2.3 継続 4,151 4,306 4,168 4,320 4,697 継続して実施。
札幌市自殺総合
対策行動計画
2019

保）
障がい保
健福祉部

精神保健
福祉セン
ター

実施回数 5 5 5 3 3

参加者数 939 824 859 429 396

実施回数 1 1 3 6 7

参加者数 187 176 63 158 185

1 1 1 1 1

159 142 144 155 159

休

養

53 健康教育

57
ゲートキー
パー研修

自殺問題に関心のある市民や、自殺のハイリスク層
と関わる支援者等を対象に、悩んでいる人に気づ
き、声をかけ、傾聴し、必要な支援につなげて見守
るというゲートキーパーの役割を担える人材を養成
します。（札幌こころのセンター）

3

専門職対象

基本要素３

精神保健福
祉相談

精神保健福祉に関する相談のうち、複雑・困難なも
のを行っており、心の健康相談から精神医療に係る
相談、社会復帰相談をはじめ、思春期、ひきこもり、
アルコール及び薬物関連問題などの特定相談を受
けています。(札幌こころのセンター)

1.2.3

継続

継続

一般市民対象

相談件数

54

58

かかりつけ
医によるうつ
病対応力向
上研修

精神科医以外の医師・産業医を中心とした、かかり
つけ医が地域でうつ病の早期発見・早期対応を行う
ために、うつ病診療の知識・技術及び精神科等の専
門医との連携方法等を習得する研修会を北海道、
北海道医師会と共同主催にて実施しています。（札
幌こころのセンター）

3

実施回数

参加者数

55

備考

項目

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等

関連する事業等の概要 取組方針

休養

取組方針
１　睡眠による休養を十分取れていない人を減らします
２　ストレスを感じている人を減らします
３　悩みを相談する人がいない人を減らします

H30
取組
状況

実績
令和元年度以降の方向性

（中間評価後）

相談件数

各区保健センターでは、こころの健康、健康増進等
に関して医師・保健師等が健康教育を実施していま
す。（各区保健センター）

1.2 継続
健康教育
（休養）

保）

一般市民対象研修を継続し
て実施。平成30年度に続き、
受講者のフォローアップ研修
を実施する。
また、ゲートキーパーの役割
を理解することを目的とした
入門講座において、講師を派
遣する。

継続

継続

札幌市自殺総合
対策行動計画
2019

引き続き研修会を実施予定。
かかりつけ医のうつ病診療の
知識や技術、専門医との連携
方法等について習得する機
会とする。

中間評価の課題を踏まえ、
テーマを検討していく。

支援の狭間に陥りやすい思
春期やひきこもり、依存症関
連相談について、引き続き関
係機関との役割分担や連携
に努め、重点的に支援を行
う。

様々な不安や悩みを持つ市
民のための相談窓口を引き
続き開設し、適切な対応を図
る。

「休養」単独で実施する機会は少なく、
生活習慣病予防と併せた啓発が必要
である。他テーマと併せた実施状況を
把握できるよう、報告様式の見直しを
実施。

心の健康相
談（電話相
談)

精神疾患や心の悩み、対人関係などでお困りの方
や家族に対して、療養方法や日常生活の相談を
行っています。（札幌こころのセンター）

1.2.3

相談件数
（延べ数）

保）
障がい保
健福祉部

精神保健
福祉セン
ター

平成30年11月か
ら電話相談員を
増員

障がい保
健福祉部

精神保健
福祉セン
ター

札幌市自殺総合
対策行動計画
2019

保）
札幌市自殺総合
対策行動計画
2019

保）
障がい保
健福祉部

担当

保）
障がい保
健福祉部

札幌市自殺総合
対策行動計画
2019（※精神保健
福祉相談のうち、
思春期特定相談
事業のみ掲載。）

精神保健
福祉セン
ター

保健所
健康企画
課

・さっぽろ医療計
画
・札幌市高齢者支
援計画2018

その他関連計画

資料３-３

令和元年（2019年）11月12日

札幌市健康づくり推進協議会
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

実施回数 0 0 0 5 0 保） 保健所
健康企画
課

参加者数 0 0 0 147 0

1 1 1 1 1

108 110 112 100 133

131 152 140 150 35

14,495 16,458 16,677 16,691 3,542

14,949 14,810 14,265 14,012 13,265

830 887 972 954 803

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

61
受動喫煙防
止対策ガイド
ラインの普及

市民、事業者、行政が一体となって受動喫煙防止対
策に取り組むため、「札幌市受動喫煙防止対策ガイ
ドライン（第二版）」を作成し、普及啓発を行っていま
す。（保）保健所）

2.5 継続
現在策定中の「さっぽろ受動
喫煙防止宣言」を含むガイド
ラインを作成予定。

保） 保健所
健康企画
課

62

ここから健康
づくり応援団
（禁煙・完全
分煙施設）

「ここから健康づくり応援団」では、札幌市受動喫煙
防止対策ガイドラインに沿って、禁煙・完全分煙して
いる企業・商店にステッカーを配付するとともに、札
幌市公式ホームページ上に店舗名等を掲載してい
ます。（保）保健所）

2.5 継続 666 817 848 827 866 Ｈ30年度は、新規登録件数が39件で
あった。（禁煙32、完全分煙7）

健康増進法改正に伴い、屋
内禁煙が原則（病院等は敷
地内禁煙）となったため、今
後の事業をあり方を検討中。

保） 保健所
健康企画
課

9 6 8 1 5

10,152 27,846 21,920 3,312 4,651

実施回数 2 0 0 1 7

参加者数 57 0 0 15 210

実施回数 1 0 0 0 0

参加者数 25 0 0 0 0

66 禁煙週間

世界禁煙デーに始まる禁煙週間に、各種イベント、
パネル展等を実施し、禁煙に係る知識の普及啓発
事業を実施しています。（保）保健所・各区保健セン
ター）

1.2.3.4.5 継続 継続して実施する。 保） 保健所
健康企画
課

67
子育て世帯の
禁煙外来受診
促進事業

禁煙外来治療開始前に札幌市へ登録申請し承認決
定通知書を受領する、１５歳以下の子か妊婦と同居
している、健康保険適用の禁煙外来治療を１２週以
内に５回受診する、他の補助制度を活用していな
い、事後アンケートに協力可能などの要件を満たす
方７５名。禁煙外来治療に係る自己負担額の合計
金額のうち、１万円を上限として助成を行う。

1.2.5 継続 30 35 （現在の事業は令和元年度までの実
施）

令和２年度以降はさっぽろ受
動喫煙防止宣言に基づく事
業として実施予定。

保） 保健所
健康企画
課

担当
令和元年度以降の方向性

（中間評価後）

助成金交付人数

喫

煙

健康企画
課

健康企画
課

取組方針

１　成人の喫煙率を減らします
２　受動喫煙の機会を有する人を減らします
３　COPD（慢性閉塞性肺疾患）を知っている人を増やします
４　未成年・妊婦の喫煙をなくします
５　妊婦や子どもの受動喫煙をなくします

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等

関連する事業等の概要

禁煙・完全分煙施設登録数

H30
取組
状況

取組方針

項目

備考

障がい保
健福祉部

札幌市自殺総合
対策行動計画
2019

精神保健
福祉セン
ター

保） 保健所

各区保健センターでは、生活習慣病の予防、健康増
進等に関して医師・歯科医師、薬剤師、保健師、栄
養士等が健康教育を実施しています。（各区保健セ
ンター）

新・さっぽろ子ども
未来プラン
さっぽろ医療計画

男女共同参画計
画

10代の人工妊
娠中絶実施率
（人口千対）11
人

避妊法を確実
に知っている
人の割合（16
～19歳）40％

平成31年度

平成34年度

実績

実施回数

講演会開催回数

参加者数

断酒会との共催による市民向けの
フォーラム・相談会を実施した。前年度
比で参加者数・相談者数共に増加し、
アルコール問題の知識の普及啓発に
つながった。

親世代に向けた性教育は7校で実施
し、参加人数は79名
思春期セミナーは1回開催し、参加人
数は72名

学校において課題解決に向
け取り組んでいけるよう、平
成29年度新たに開催した教
育関係者向けに思春期セミ
ナーを継続。また、学校・医
療・保健が連携した地域での
思春期に関するネットワーク
づくりを視野に入れた事業展
開を進めていく。

・さっぽろ医療計
画
・札幌市高齢者支
援計画2018

基本要素４ 飲酒

取組方針 1　多量飲酒者を減らします
２　未成年・妊婦の飲酒をなくします

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等

関連する事業等の概要 取組方針

担当

項目

参加者数

125
（再掲）

妊婦支援相
談事業

妊娠届出書の提出時に面接相談を実施し、支援が
必要な妊婦に対して、家庭訪問等による継続支援を
実施しています。（各区保健センター）

1.3.6 継続

1.2 継続

H30
取組
状況

備考

次年度についても、自殺対
策、依存症対策の一環とし、
依存症関係の民間支援機
関・自助グループと連携し、
フォーラム等を実施する予
定。

保）

保） 保健所

令和元年度以降の方向性
（中間評価後）

継続支援実施数

その他関連計画

新・さっぽろ子ども
未来プラン
第3次男女共同参
画さっぽろプラン

飲
酒

基本要素５ 喫煙

継続

150
(再掲)

思春期ヘル
スケア事業

市内の小・中・高校の児童・生徒を対象とし、各区保
健センターの専門職が、授業の一環として性（生命）
や性感染症等に関する健康教育を行っています。
（各区保健センター）

7.8.9 継続

60

地域の自助
グループや
団体等との
連携事業

総合的な自殺予防活動の支援を強化するために断
酒会等と連携し、「自殺予防」や「アルコール依存症
に関する正しい知識の普及等」をテーマとした講演
会を開催しています。（札幌こころのセンター）

1

健康教育
（飲酒）

中間評価の課題を踏まえ、
テーマを検討していく。

「飲酒」単独での実施機会は少なく、現
状として、生活習慣病予防と併せて実
施している。他テーマと併せた実施状
況を把握できるよう、報告様式の見直
しを実施。

面接相談数
リスクアセスメントを実施し、
妊婦の不安を軽減するととも
に、支援が必要な妊婦を把握
して継続的な支援につなげて
いく。

59 健康教育

その他関連計画実績

65 健康教育

各保健センターでは、生活習慣病の予防、健康増進
等に関して医師・歯科医師・薬剤師・保健師・栄養士
等が健康教育を実施しています。（各区保健セン
ター）

3 継続
健康教育

（慢性閉塞性肺
疾患：COPD）

64 健康教育

各区保健センターでは、生活習慣病の予防、健康増
進等に関して医師・歯科医師、薬剤師、保健師、栄
養士等が健康教育を実施しています。（各区保健セ
ンター）

1.2.3.4.5 継続
健康教育
（たばこ）

63
さっぽろMU
煙デー推進
事業

平成22年10月から毎月３日を「さっぽろMU煙デー」
とし、喫煙者、非喫煙者を含む全ての市民を対象と
する受動喫煙防止キャンペーンを実施しています。
（保）保健所）

1.2.4.5 継続
参加者数

イベント実施回数
保）

中間評価の課題を踏まえ、
テーマを検討していく。

「ＣＯＰＤ」単独での実施機会は少なく、
現状として、生活習慣病予防と併せて
実施している。他テーマと併せた実施
状況を把握できるよう、報告様式の見
直しを実施。

中間評価の課題を踏まえ、
テーマを検討していく。

働く世代対象での実施が増加。今後も
引き続き、生活習慣病予防と併せた啓
発が必要である。健康さっぽろ21（第
二次）取組方針との紐づけや主テーマ
以外の啓発内容を把握できるよう、報
告様式の見直しを実施。

・さっぽろ医療計
画
・札幌市高齢者支
援計画2018

現在策定中の「さっぽろ受動
喫煙防止宣言」の普及啓発も
含め、今後も継続予定。

さっぽろ医療計画

保）

・さっぽろ医療計
画
・札幌市高齢者支
援計画2018

保）

健康企画
課

健康企画
課

保健所

保健所

保健所
健康企画
課

資料３-４
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

実施回数 1 0 2 2 9

参加者数 20 0 120 150 256

実施回数 11 10 10 10 10

参加者数 455 346 404 245 345

札幌市生涯歯科口
腔保健推進計画 10% 35年度

さっぽろ医療計画

0.58% 1.94% 3.90% 3.76% 3.46% 新まちづくり計画 31年度

108 108 109 98 94

1,549 1,525 1,366 1,141 945

11 8 8 8 8

525 454 399 447 330

120 120 120 120 120

693 726 708 712 688

73
むし歯・歯周
疾患予防啓
発事業

むし歯・歯周疾患予防のために円山動物園を利用し
たイベントの開催や各種イベント・パネル展等を実施
し、普及啓発事業を実施しています。（保）保健所）

1.2.3 継続 3回 保） 保健所
健康企画
課

240 240 160

1,425 1,251 767

75
学校におけ
る歯科保健
対策

幼児、児童、生徒の歯・口腔の健康を保つため、各
学校において「歯科健康診断」を実施しています。ま
た、歯と口の健康づくり推進事業推進指定校や学校
歯科保健優良校表彰への応募・歯と口の健康づくり
に関する図画・ポスターコンクールの開催等を通じ
て、児童生徒へ歯・口腔の健康に関する普及・啓発
を行っています。（教)生涯学習部）

3 継続

各学校における歯科健康診
断、歯と口の健康づくりに関
する図画ポスターコンクール
の開催等による児童生徒へ
の普及・啓発を継続する。

教）
生涯学習
部

保健給食
課

72

26

11

50 55

844 759

78 健口ノート
教育委員会、小学校の養護教諭と連携し、授業でも
活用できる第１大臼歯のむし歯予防に関する内容
の小冊子を作成。小学1年生全員に配布。

3 継続 16,017枚 15,578枚
今後も教育委員会、小学校
の養護教諭と連携しながら継
続する。

保） 保健所
健康企画
課

4 4

108 84

令和元年度以降の方向性
（中間評価後）

240 平成27年度

健康企画
課

79
8020セミナー
（高齢者編）

地域の高齢者を対象に歯科疾患の予防や誤嚥性
肺炎の予防に関する知識の普及啓発と情報提供。 4,5 継続

実施
参加者からの評価は比較的
良いため、事業の普及を行
い、参加増加に努める。

保） 保健所
健康企画
課

保） 保健所
健康企画
課

77
8020セミナー
（キッズ編）

乳幼児、学童を対象に子育てサロンや児童会館で、
歯科疾患の予防に関する知識の普及と情報提供を
実施。

3 継続

参加人数

申込数が多く、対応できな
かった施設もあり、今後は実
施回数を増やすことも視野に
入れ検討する。

小規模のサロンからの申し込みが増
えた。地域での事業の広がりがみられ
た。

保） 保健所

継続することによって、かかり
つけ歯科医を持つ、むし歯、
歯周病罹患の減少、口腔機
能増進等を普及啓発する。

76
かかりつけ
歯科医普及

企業関係団体と連携して講演会、歯と口の健康測
定の実施。 1.2 継続 健康測定

相談

継続

69
歯周疾患検

診

40歳、50歳、60歳、70歳の人を対象に、札幌市指定
の歯科医療機関で問診・口腔内診査による歯周疾
患検診を行っています。（指定の歯科医療機関）

72
妊産婦歯科
健診

2,043

71
高齢者口腔
ケア研修事
業

継続

歯・口腔の健康

取組方針

１　かかりつけ歯科医を持つ人を増やします
２　むし歯や歯周疾患のある人を減らします
３　むし歯のない子どもを増やします
４　高齢になっても自分の歯を有する人を増やします
５　高齢になっても咀嚼機能が良好な人を増やします

参加者数（延べ数）

医療、介護職員を対象とし、要支援・要介護高齢者
の口腔状態の改善、機能の向上のための研修を
行っています。また、一般高齢者を対象とした口腔
ケア講習会も実施しています。（保)保健所）

実績H30
取組
状況

3,856

各区保健センターでは、生活習慣病の予防、健康増
進等に関して医師・歯科医師、薬剤師、保健師、栄
養士、歯科衛生士等が健康教育を実施しています。
（各区保健センター）

2

健康教育
（歯の健康）

歯
・
口
腔
の
健
康

参加人数

学校送付総数

参加人数

実施

管理栄養士や歯科衛生士、看護師などの専門職員
が、元気でいるために必要な栄養・食事、食べること
に欠かせない噛む力や飲み込む力を保つ方法につ
いて楽しく学ぶ教室を開催しています。（保)　高齢保
健福祉部）

4.5

3,919

1.2
妊娠中あるいは、産後1年以内の妊産婦を対象に各
区保健センターにて健診と保健指導を実施。（各区
保健センター）

基本要素６

その他関連計画

項目

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等

関連する事業等の概要

継続

継続

70
むし歯予防
教室

２歳頃までの幼児と保護者を対象に、歯みがき習慣
の形成や良い食習慣についての集団指導を、各区
保健センターで実施しています。（保）保健所、各区
保健センター）

1.3

4.5

健康教育
（歯周疾患健康教

育）

受診率

68 健康教育

保健所
健康企画
課

さっぽろ医療計画

取組方針

廃止

参加者数

実施回数

実施回数

実施回数

参加者数

保健指導実施数

受診者数

実施回数

備考

妊娠と歯周病の関係性や歯
科健診の必要性について周
知を強化する。また、歯科健
診を受診しやすい環境の整
備に努める。

平成28年度末をもって本事業
は終了。

受講後のアンケートからは、「今後の
業務の参考になった」などの回答が多
かった。

継続

1,2,4,5

健康企画
課

74

高齢者口腔機
能向上・栄養
改善教室（二
次予防事業）

・さっぽろ医療計
画
・札幌市高齢者保
健福祉計画・介護
保険事業計画

保） 保健所

健康企画
課

健康企画
課

保）

第2次食育推進計
画
札幌市生涯歯科
口腔保健推進計
画

札幌市高齢者保
健福祉計画・介護
保険事業計画

保）

担当

健康企画
課

35年度 保） 保健所
各年1500

人

介護保険
課

保） 保健所

さっぽろ医療計画
札幌市生涯歯科
口腔保健推進計
画

高齢保健
福祉部

35年度受診率8％

保） 保健所

受診率向上に向け、企業と連携して大
型ポスターのを地下鉄大通駅に掲出
し、事業の普及啓発を行った。

中間評価を踏まえ、テーマを
検討していく。

平成27年度より対象者に歯
周疾患検診受診通知を送
付。これにより、受診率は増
加してはいるが、さらなる受
診率向上に努める。

年齢に応じたセルフケアの方
法について周知し、むし歯予
防に効果のあるフッ化物の利
用について推進する。

受講後のアンケートからは、
「今後の業務の参考になっ
た」などの回答が多く、今後も
参加者の増加に努め継続す
る

634 3,813
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

57,536 57,088 55,705 54,115 58,261

19.7% 20.0% 20.3% 20.2% 22.4%

479 544 599 570 587

6.8% 7.8% 9.1% 8.9% 8.2%

82
女性のフレッ
シュ健診

職場等で健診を受ける機会のない18歳～39歳まで
の家庭の主婦、自営業の女性を対象とし、札幌市中
央健康づくりセンターで健康診査を実施しています。
（中央健康づくりセンター）

1・2 継続 997 863 714 664 1,010 無
広報さっぽろ等で市民への周
知を図り、利用者の増加に努
める。

無 無 無 無 保） 保健所
健康企画
課

38,600 39,458 36,674 34,242 30,883

6.9% 7.0% 6.5% 5.4% 4.0%

78,936 84,124 71,778 69,132 67,804

14.0% 14.9% 6.1% 5.8% 5.6%

86,672 73,249 66,366 83,022 82,633

34.0% 32.6% 15.6% 16.0% 17.3%

47,620 45,585 40,962 40,768 39,846

23.8% 24.3% 13.0% 12.2% 11.5%

16,412 17,546 17,353 17,923 18,391

2.9% 3.1% 1.5% 1.5% 1.5%

88
未来を守ろう
プロジェクト

若い世代に子宮頸がんについて啓発するプロジェク
トとして、学生のアイデアを取り入れた啓発活動を
行っています。（保)保健所）

3 廃止
子宮がん検診無料クーポン券の配布
時に、当プロジェクト作成のチラシを同
封。

当プロジェクト作成の普及啓
発チラシを今後も活用。

平成30年度でプ
ロジェクト活動を
終了

札幌市がん対策
推進プラン

保） 保健所
健康企画
課

89
肝炎ウイル
ス検査

札幌市に在住している方でこれまでに肝炎ウイルス
検査を受けたことのない方を対象に、委託医療機関
で無料の肝炎ウイルス検査を実施しています。（指定
の医療機関）

継続 42,296 39,616 39,654 37,717 31,149

過去に検査を受けたことのな
い方が対象であり、受検者の
減少が見込まれるが、受検者
の確保を図るため、啓発イベ
ント等による市民周知を継続
する。

保） 保健所
感染症総
合対策課

91
感染症予防
対策

①感染症に関する正しい知識の普及：感染症を予防
するとともに、感染症患者に対する差別や偏見をなく
すため、各種パンフレットや広報さっぽろなどのほ
か、マスコミ報道等を通して市民に感染症に関する
正しい知識の普及に努めています。
②結核・感染症発生動向調査：結核及び感染症の患
者発生数等を収集・分析の上、教育委員会、市医師
会等に還元するなど、感染症流行予測と予防啓発に
役立てています。また、主要感染症について札幌市
分のデータに独自の分析・コメントを加え、市衛生研
究所ホームページ上で公開しています。（保）保健
所）

継続

今後も感染症に関する正しい
知識の普及啓発に努めてい
く。
また、感染症の発生動向につ
いて情報を収集、分析し、市
民や関係機関に還元してい
く。

さっぽろ医療計画
2018

保） 保健所
感染症総
合対策課

92
感染拡大防
止対策

患者が発生したとき、必要に応じて保健所が感染症
指定医療機関への入院勧告や特定職種への就業を
制限するなどの措置を行っています。また、患者及び
接触者の健康診断を行うほか、疫学調査を実施し、
原因究明と感染拡大防止を図っています。（保）保健
所）

継続
感染拡大防止のため、各感染
症に応じた対応を行っていく。

さっぽろ医療計画
2018

保） 保健所
感染症総
合対策課

93
感染症健康
危機管理

感染症に関する健康危機発生時に市民の生命を守
り、感染の拡大を防止するため、平成９年度に情報
の収集、分析、対応策の決定などについての具体的
な指針として「札幌市感染症健康危機管理実施要
領」を策定し、危機のレベルに応じた対策を講じてい
ます。（保）保健所）

継続
感染症発生時には、危機レベ
ルに応じた対策を実施し、感
染拡大を防止する。

さっぽろ医療計画
2018

保） 保健所
感染症総
合対策課

保）

実施率

未利用者勧奨の継続
平成30年度の実施率は、特定健診受
診者数の増加の影響もあり、前年度よ
り減少した。

札幌市国民健康保
険保健事業プラン
2018

保）
保険医療
部継続

受診者数

受診者数

受診率

受診者数

受診率

受診者数

H30
取組
状況

受検者数

受診率

受診者数

受診率

受診者数

継続

拡大

継続

継続

継続

継続

実績

継続

項目

基本要素７

83 胃がん検診

職場等でがん検診を受ける機会のない40歳以上の
方を対象に、問診、胃部Ｘ線撮影による胃がん検診
を行っています。（北海道対がん協会、指定の医療
機関）

3

健康行動

取組方針

１　特定健康診査、特定保健指導を受ける人を増やします
２　生活習慣病の重症化を予防します
３　がん検診を受ける人を増やします
４　かかりつけ医を持つ人・小児科救急医療機関を知っている人を増やします
５　定期予防接種を受ける子どもを増やします
６　インフルエンザの予防接種を受ける高齢者を増やします
７　HIVの早期発見に努めます

80
札幌市国民
健康保険特
定健康診査

81
札幌市国民
健康保険特
定保健指導

健

康

行

動

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等

関連する事業等の概要 取組方針

特定健康診査を受診した結果、生活習慣病発症の
可能性が高いと判定された方を対象に、保健師や管
理栄養士などによる特定保健指導を行い、生活習慣
の改善を支援しています。（各区保健センター、各区
役所、指定の特定保健指導実施機関）

1

86 乳がん検診

職場等でがん検診を受ける機会のない40歳以上で
偶数歳の女性を対象に、問診、視診、触診、マンモグ
ラフィ検査による乳がん検診を行っています。（北海
道対がん協会、指定の医療機関）

3

87 肺がん検診

職場等でがん検診を受ける機会のない40歳以上の
方を対象に、問診や胸部Ｘ線検査（問診の結果によ
り喀痰細胞診）による肺がん検診を行っています。
（北海道結核予防会 札幌複十字総合健診センター）

3

札幌市国民健康保険に加入している40歳以上を対
象に、実施医療機関及び住民集団健診会場におい
て、メタボリックシンドロームに着目した特定健康診
査を行っています。（指定の医療機関、北海道結核
予防会）

1

84
大腸がん検
診

職場等でがん検診を受ける機会のない40歳以上の
方を対象に、問診、免疫便潜血検査２日法による大
腸がん検診を行っています。（北海道対がん協会、
指定の医療機関）

3

受診者数

85
子宮がん検
診

職場等でがん検診を受ける機会のない20歳以上で
偶数歳の女性を対象に、問診、視診、子宮頸部細胞
診（医師の判断により子宮体部の細胞診）、内診によ
る子宮がん検診を行っています。（北海道対がん協
会、指定の医療機関）

3

受診者数 検診受診者数の増加、受診
率の向上を図るため、さらな
る効果的な普及啓発が必要
である。受診率

受診率

国保健康
推進担当
課

検診受診者数の増加、受診
率の向上を図るため、さらな
る効果的な普及啓発が必要
である。

がん検診の実施は、市民の健康維持
に寄与するものであり、国の施策として
も、受診者数の増加、受診率の向上を
求められているが、ここ数年、受診者
数・受診率ともやや下がってきている。

札幌市がん対策
推進プラン

平成30年度より、
対象年齢を50歳以
上とし、胃内視鏡検
査及び胃がんリス
ク判定検査を導入

保）

札幌市国民健康保
険保健事業プラン
2018

国保健康
推進担当
課

31% 平成35年度

23% 平成35年度

検診受診者数の増加、受診
率の向上を図るため、さらな
る効果的な普及啓発が必要
である。

がん検診の実施は、市民の健康維持
に寄与するものであり、国の施策として
も、受診者数の増加、受診率の向上を
求められているが、ここ数年、受診者
数・受診率ともやや下がってきている。

健康企画
課

健康企画
課

検診受診者数の増加、受診
率の向上を図るため、さらな
る効果的な普及啓発が必要
である。

保健所

40％（ただし別
途受診実態調
査にて算出す
る受診率に対

して）

保険医療
部

保健所平成35年度

平成35年度

平成35年度

保） 保健所

90
元気アップ応
援事業

札幌市国民健康保険の特定健康診査を受けられた
方で、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療中のた
め、特定保健指導の対象とならない方を対象に、疾
病の改善・重症化予防を目的に保健指導を実施して
います。(保）保険医療部）

2

担当

保）

健康企画
課

国保健康
推進担当
課

健康企画
課

保健所

平成35年度

平成35年度

保）

保）

その他関連計画

（数値目標は
設定していな
い）

保健所

保険医療
部

札幌市がん対策
推進プラン

保）

50％（ただし別
途受診実態調
査にて算出す
る受診率に対

して）

50％（ただし別
途受診実態調
査にて算出す
る受診率に対

して）

健康企画
課

札幌市がん対策
推進プラン

備考

未受診者勧奨の継続

平成30年度の受診率は、AIを活用した
受診勧奨の効果により、22.4％と前年
度より2.2ポイント上昇した。

40％（ただし別
途受診実態調
査にて算出す
る受診率に対

して）

保健指導の継続
利用者の満足度は高く、行動変容・状
態の改善につながっている。

40％（ただし別
途受診実態調
査にて算出す
る受診率に対

して）

札幌市国民健康
保険保健事業プラ
ン2018

がん検診の実施は、市民の健康維持
に寄与するものであり、国の施策として
も、受診者数の増加、受診率の向上を
求められており、ここ数年、受診者数は
増加しているものの、受診率は横ばい
である。

札幌市がん対策
推進プラン

がん検診の実施は、市民の健康維持
に寄与するものであり、国の施策として
も、受診者数の増加、受診率の向上を
求められているが、ここ数年は、受診
率が増加傾向である。

札幌市がん対策
推進プラン

平成29年度より、
妊婦健診の一環
として子宮がん検
診を受診した者を
含めている。

検診受診者数の増加、受診
率の向上を図るため、さらな
る効果的な普及啓発が必要
である。

がん検診の実施は、市民の健康維持
に寄与するものであり、国の施策として
も、受診者数の増加、受診率の向上を
求められているが、ここ数年、受診者
数・受診率ともやや下がってきている。

令和元年度以降の方向性
（中間評価後）

資料３-６

令和元年（2019年）11月12日

札幌市健康づくり推進協議会
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

H30
取組
状況

実績

項目

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等

関連する事業等の概要 取組方針

担当その他関連計画

備考
令和元年度以降の方向性

（中間評価後）

94
性感染症予
防事業

思春期ヘルスケア事業や大学・専門学校・PTA等を
対象とした健康教育、医療機関との連携により、性感
染症予防および治療に関する正しい知識の普及啓
発を行っています。（保）保健所）

7 継続 129.130.131　参照
新・さっぽろ子ども
未来プラン
さっぽろ医療計画

保） 保健所
健康企画
課

95 エイズ予防

①ポスター、パンフレット、リーフレットの作成や配付
等による正しい知識の普及啓発を行っています。
②保健所・各区保健センターでの相談窓口体制に加
え、保健センターにおけるエイズ相談専用電話を実
施しています。
③世界エイズデー(12月１日)関連事業として、各種エ
イズ予防啓発事業を実施しています。
④各区保健福祉部医師、看護師、保健師のカウンセ
リング研修等への参加を行っています。
（保）保健所、各区保健センター）

7 継続 140 79 49 65 112
検査周知ポスターを平成30年度にあら
たに作成し、地下鉄駅構内や市内薬局
等で掲示し、検査の周知を実施した。

エイズに関する予防及びまん
延防止のため、引き続き事業
を継続する。

保） 保健所
感染症総
合対策課

96 HIV抗体検査

各区保健センターで毎月２回、匿名・無料のHIV抗体
検査を実施しています。また、夜間HIV検査を毎月１
回、休日HIV検査を年３回実施しています。さらに、民
間に運営を委託した検査センターで土曜日検査を実
施しています。（各区保健センター、指定検査セン
ター）

7 継続 1,984 1,776 1,613 1,600 1,971

平成30年度からHIV抗体検査（土曜検
査を除く）において梅毒検査の同時実
施を開始し、HIV抗体検査の受検数が
増加した。

HIV感染の早期発見に向け
て、引き続き事業を継続す
る。また、平成30年度から開
始したHIV抗体検査と同時実
施の梅毒検査を継続する。

保） 保健所
感染症総
合対策課

14,439 14,422 14,241 13,533 13,308  

99.5% 98.2% 99.6% 99.0% 97.9% 95.0% 目標達成済

5,157 5,174 4,244 3,991 3,931

99.3% 96.3% 96.0% 96.1% 97.5%

Ⅰ期 99.4% 97.2% 97.1% 93.0% 98.0%

Ⅱ期 92.1% 90.0% 90.5% 90.1% 89.4%

100
高齢者インフ
ルエンザ予
防接種事業

65歳以上の高齢者、または60～64歳の方で、心臓、
じん臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウィ
ルスによる免疫機能に障がいを持つ方（障害等級１
級またはそれに準じる方）を対象に、市内の委託医
療機関でインフルエンザの予防接種を実施していま
す。（指定の医療機関）

6 継続 222,737 219,977 229,478 225,191 237,246
法に基づき、対象事業を継続
する。

保） 保健所
感染症総
合対策課

101
かかりつけ医な
どの普及促進

市民にかかりつけ医等を決めることの重要性を周知
するため、かかりつけ医・歯科医・薬剤師ハンドブック
を発行するとともに、普及促進イベント等を行いま
す。（保）保健所）

4 継続
62％

（2016.7）
59.4%

（2018.9）

いきいき健康・福祉フェア等でハンド
ブックを配布するほか、出前講座で市
民に普及啓発しているが、かかりつけ
医を決めている市民の割合は若干減
少している。

引き続き、イベントでのハンド
ブックの配布や出前講座で市
民に普及啓発する。

さっぽろ医療計画
2018 70% 2023年度 保） 保健所

医療政策
課

102

生活保護世帯
及び支援給付
世帯の健康診
査業務

健康保険未加入の生活保護・支援給付受給者及び
ﾎｰﾑﾚｽに本市国民健康保険特定健康診査と同様の
健康診査を実施する。

1・2 拡大 419 411

健康診査に係る受診率は低
い状況であるため、対象者へ
の受診勧奨を行っていく。ま
た、R3.1には健康管理支援事
業がスタートするため、受診
勧奨をメインに準備している。

保） 総務部
保護自立
支援課

103
前立腺がん検
査（ＰＳＡ検査）

札幌市に居住地を有する、職場等でＰＳＡ検査を受
ける機会のない50歳～69歳の方を対象に、ＰＳＡ検
査に係る利益と不利益を説明した上で同意の署名を
取得し、問診、ＰＳＡ検査（血液検査）を行っていま
す。（指定の医療機関）

3 拡大 121人が受診
札幌市に居住地を有する、職場等でＰ
ＳＡ検査を受ける機会のない50歳の方
を対象に、試行的に実施した。

対象者を50歳～69歳まで拡
大して実施する。

平成30年度新規 保） 保健所
健康企画
課

104
南区健康寿命
延伸事業

健康寿命の延伸を図るため、健康阻害要因となって
いる病気などの分析を進めるとともに、健康や福祉
に関するイベントの実施を通じて分析結果や具体的
な予防法などを地域住民に広く周知します。

1,2,3 継続 4,966 5,122

地域の開催する健康イベントに地域の
実情に応じた健康寿命延伸に資する
啓発ブース等が設置されるようになっ
た。
地域・商業施設と連携した住民集団健
診が地域に定着した。

関係機関、関係団体、区民が
自ら健康寿命延伸の取り組み
の必要性を発信できる体制づ
くりを引き続き強化する。

令和元年度廃止 南区 保健福祉部
健康・子
ども課

105
生活習慣病重
症化予防事業

特定健診を受診した結果、「要受診」と判定された未
受診の者に対して、医療機関への受診勧奨を実施
する。また治療中であるが病状コントロールが不良
の者に対して、かかりつけ医と連携した保健指導を
実施する。

2 継続
訪問を主に、電話や文書にてそれぞれ
の対象者への受診勧奨や保健指導が
実施できている。

受診勧奨や保健指導の継続
札幌市国民健康
保険保健事業プラ
ン2018

保）
保険医療
部

国保健康
推進担当
課

107
がん対策普及
啓発キャンペー
ン実行委員会

「がんに関する正しい知識の普及啓発」を掲げ、様々
な媒体を利用した普及啓発を実施するため、医療機
関、がん患者団体、報道機関等を含めた関係機関と
連携した実行委員会を設立した。

3 継続 ９機関 11機関

３回の実行委員会を通して、参加機関から
の意見を取り入れながら、がん予防につな
がるメッセージのコンクール，地下鉄駅掲
示板、ポスター作成、ラジオ出演などを行
い、市民や事業所等へがんについて幅広
く啓発することができた。

テーマ、対象に合った関係機
関に参加していただき、新た
な機関からの意見を参考にし
ながら、普及啓発を実施す
る。

札幌市がん対策
推進プラン

保） 保健所
健康企画
課

健

康

行

動

　

　

かかりつけ医を決めている市民の割合

受診者数

拡大

継続
接種者数

99
予防接種事
業

5

感染症予防のため、予防接種法に基づいて、定期予
防接種を実施しています。(対象となる疾病：ジフテリ
ア、百日せき、破傷風、ポリオ、麻しん、風しん、日本
脳炎、Ｂ型肝炎、ヒブ感染症、小児の肺炎球菌感染
症、ヒトパピローマウイルス感染症、水痘、結核
[BCG] ）  （指定医療機関、BCGは各区保健セン
ター）。また、H30年度より、一時的に市外に居住して
いる札幌市民に対する償還払いを実施しています。

接種者数

法に基づき、対象事業を継続
する。

H31年度より、予
防接種法に基づ
き風しんの抗体
価が低いと考えら
れる一部年齢の
男性を対象に、風
しんの抗体検査と
予防接種を実
施。また、1～2歳
の児を対象に、お
たふくかぜワクチ
ンの任意接種の
費用助成を実
施。

保） 保健所
感染症総
合対策課

麻しん風しん
混合（ＭＲ）

接種率

受診率

結核のまん延を防止するた
め、引き続き事業を継続す

る。

小児結核の予防のため、引き
続き事業を継続する。

国の目標値である95％を上回る接種
率を維持している。

結核に関する特定
感染症予防指針
（国の指針）

保） 保健所
接種率

対象者数
保） 保健所

感染症総
合対策課98

結核の接触者
健康診断

結核のまん延を防止するため、接触者等を対象とし
て実施しています。（保）保健所）

電話相談件数

受検者数

97
BCG接種事
業

小児結核の予防のため、予防接種法に基づき生後５
か月から８か月に達するまでの期間を標準的な接種
期間としてBCG接種事業を実施しています。（各区保
健センター）

継続

5

129.130.131　参照

健康寿命延伸関連イベントへの参加
者数

感染症総
合対策課

保）認定企業数 2社 16社 健康企画保健所
札幌市がん対策

推進プラン
平成29年度開始

札幌市がん対策認定企業制
度をより多くの事業所に知っ
てもらい、認定企業を増やし
ていく

106

がん患者の就
労継続に向け
た環境整備事
業(がん対策認
定企業制度)

札幌市が推奨するがん対策に取り組む企業を、その
取り組み内容に応じたクラスに分けて認定します。

3 継続

健康寿命に関する包括的連携協定を
締結しているアクサ生命保険(株)と共
催により、市内の事業所を対象所とし
てがん対策認定企業に関するセミナー
を開催した。このことによって参加した
事業所に当該制度の理解を深めてい
ただくとともに、実際に申請につながっ
たところもある。

実行委員会の参加機関数
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

108
妊婦一般健
康診査

妊婦を対象として、「より安全で安心な出産」を迎え
るために、公費負担により、14回の健康診査を実施
しています。（保）保健所）

1,2,3 継続 174,883 173,306 166,286 164,852 155,328 継続して実施する。
新・さっぽろ子ども
未来プラン

保） 保健所
健康企画
課

109
妊婦甲状腺
機能検査

妊婦を対象として、甲状腺機能異常の早期発見、早
期治療を図るため、血液によるスクリーニング検査
を市衛生研究所で実施しています。（保）衛生研究
所）

3 継続 9,540 9,375 9,020 8,201 7,488
平成25年度から30年度に、198名の患
者を発見し、早期治療に結び付けた。

パンフレット、ホームページを
用いて市民へ事業の啓発を
行う。今後も継続して事業を
実施するとともに、検査の有
用性を評価するための取組
みを進める。

新・さっぽろ子ども
未来プラン

受検率
70.0%

31年度 保）
衛生研究
所

保健科学
課

110
母子健康手
帳の交付

妊娠届出書を提出した妊婦に対して、各区保健セン
ターで交付しています。（各区保健センター） 1 継続 15,203 14,902 14,354 14,114 13,309

母子健康手帳交付時に保健
師が全数面接することによ
り、関係性の構築やスムーズ
な支援につなげる。

保） 保健所
健康企画
課

111
初妊婦訪問
事業

初妊婦全員を対象として、妊娠期間中に保健師や
母子保健訪問指導員が各家庭に訪問指導を実施
し、妊娠中から出産・育児のイメージを持ち、安心し
て出産、育児ができるよう支援する。（各区保健セン
ター）

1.2.3.4.5.6 継続 935 2,612 2,595 2,726

必要な初妊婦が事業を確実
に利用し、安心して出産・育
児に向かうことができるよう支
援する。

新・さっぽろ子ども
未来プラン

保） 保健所
健康企画
課

112
産後ケア事
業【新規】

生後4か月未満のお子さんがおり、家族等から十分
な援助が得られず、かつ心身の不調または育児不
安等がある産婦を対象に、市内の助産所において、
宿泊または日帰りで休養の機会を提供し、母子の健
康管理や育児に関する助言指導を行う。

3.6 継続 180 337 243
引き続き助産師のケアの質を
確保しながら、受け入れ体制
の充実を図っていく。

新・さっぽろ子ども
未来プラン 80 H31年度 保） 保健所

健康企画
課

継続 327 298 289 268 268

6,107 5,210 4,811 4,202 3,998

34 38 41 39 41

2,326 2,670 2,657 2,699 2,782

6 6 6 6 6

388 284 357 336 318

116
離乳期講習
会

乳児の母親を対象として、離乳に関する保健指導を
実施しています。（各区保健センター） 3 継続 227 217 214 216

実施後のアンケートでは、「参考になっ
た」と回答した人が98％を超えている。
また、講習会参加前は「自信があった」
人が2割に満たないが、参加後は「自
信が持てた」と回答した人が9割以上
に増加。（各区保健センター）

既存事業を継続して実施して
いく。

保） 保健所
健康企画
課

353 401 396 391 361

12,117 14,377 14,090 12,859 12,309

設置数 173 170 168 168 163

開催回数 2,788 2,820 2,788 2,532 2,307

利用者数（延べ数） 107,063 97,013 92,545 81,479 70,066

設置数 63 74 76 76 80

開催回数 7,343 9,503 9,803 9,251 10,515

利用者数（延べ数） 150,352 309,815 332,738 295,094 304,581

設置数 8 9 9 9 9

開催回数 2,494 2,808 2,799 2,799 2,791

利用者数（延べ数） 155,117 171,446 182,325 173,426 156,816

設置数 100 100 100 100 102

開催回数 6,705 8,198 8,954 8,135 9,358

利用者数（延べ数） 284,972 311,469 331,356 273,959 281,179

開催回数 32 33 32 32 45

利用者数(延べ数) 1,134 1,006 1,113 976 1,157

開催回数 107

利用者数(延べ数) 2,656 8,976 12,133

開催回数 45 275 354 322 295

利用者数(延べ数) 662 10,656 8,595

親
子
の
健
康

区子育て支援係に合算

備考

その他関連計画 担当

項目

保） 保健所
健康企画
課

子育て支
援課

令和元年度以降の方向性
（中間評価後）

受診者数（延べ数）

検査人数

人　数

件　数

件　数

保） 保健所
健康企画
課

基本要素8 親子の健康

取組方針

１　未受診妊婦を減らします。
２　低出生体重児が生まれる要因について正しい知識を持つ人を増やします
３　安心して育児ができる母親を増やします
４　乳児のSIDS（乳幼児突然死症候群）による死亡を減らします
５　不慮の事故による乳幼児の死亡を減らします
６　児童虐待を予防します
７　10歳代の望まない妊娠を防ぐために、避妊法に関する正しい知識を持つ人を増やします
８　性感染症に関する正しい知識を持つ人を増やします
９ 薬物に関する正しい知識を持つ人を増やします

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等

関連する事業等の概要 取組方針
H30
取組
状況

実績

113 母親教室
初妊婦およびその配偶者を対象として、各区保健セ
ンターで妊娠、出産、育児等に関する保健指導を実
施しています。（各区保健センター）

働きながら出産・育児をする初妊婦およびその配偶
者を対象として、働きながら妊娠、出産、育児等をす
るために必要な保健指導等を実施しています。
（保）保健所）

1,2,4,5,6 継続
開催回数

実施回数

117 育児教室
乳幼児と母親を対象に、子どもの発育、発達に応じ
た育児の保健指導や情報交換を行っています。（各
区保健センター）

114
両親教室・父
親教室

初妊婦およびその配偶者を対象として、各区保健セ
ンターで妊娠、出産、育児等に関し、主に父親の役
割を中心に保健指導を実施しています。（各区保健
センター）

1,2,4,5,6 継続

1,2,4,5,6

115

3,4,5,6 継続

参加者数（延べ数）
保）

開催回数
昨年度同様に継続して実施
する。

昨年度同様に継続して実施
する。

開催回数

参加者数（延べ数）

保健所
健康企画
課

勤労初妊婦とその配偶者の
仕事と育児の両立の一助とな
るよう、昨年度同様の内容で
継続して実施。

参加者アンケートより、参加者同士の
交流会（フリータイム）が一番満足度の
高い結果となっていた。

ワーキング・
マタニティス
クール

健康企画
課

参加者数
保） 保健所

参加者数

118
子育てサロ
ン

子育て家庭が気軽に集い、自由に交流や情報交換
ができる「子育てサロン」の設置を進めています。地
域の関係者により運営されている地域主体の子育
てサロン、児童会館等での子育てサロンに加え、週
３回開催の常設子育てサロンの設置を進め、社会全
体で子育て家庭を支えるまちづくりを推進していま
す。（子）子育て支援部）
※設置数は、年度末時点のもの

3.6 継続

開催回数
昨年度同様に継続して実施
する。

②常設子育てサ
ロン

③公設の子育て
サロン（子育て支援
総合センター、区保
育・子育て支援セン
ター）

④児童会館の子
育てサロン※児童
会館での常設子育て
サロン63箇所を含む

第３次新まちづくり
計画。戦略ビジョ
ン、未来プラン

子）
子育て支
援部

①地域主体の子
育てサロン

子育てに関する相談への対
応、情報提供や定期的に講
習を行うなどの利用者ニーズ
に応え、きめ細かな子育て支
援を行い、安心して交流でき
る場となる子育てサロンの充
実に取り組む。

子育て支
援総合セ
ンター

119 子育て講座
子育てに必要な情報を提供したり、乳幼児の心身の
発達や親子のかかわりなどについて学ぶ機会を提
供しています。（子）子育て支援部）

3.6 継続
区保育・子育て支援セ
ンター（7か所）
認定こども園にじいろ

区子育て支援係に合算
区子育て支援係に合算

区子育て支援係
（10区） 区保育・子育て支援センターに合算

区保育・子育て支
援センターは
H27.4月にちあふ
る・みなみが開設
され計７か所。
H31年4月にちあ
ふる・あつべつが
開設され計８か所
になる。

H27より、区保育・
子育て支援セン
ターと区子育て支
援係の一元化体
制により、次世代
育成支援事業、
講座、相談の実
績については区
保育・子育て支援
センターと区子育
て支援係を合算
している。

子）
子育て支
援部

子育て支援総合
センター

乳幼児の心身の発達や、親と
子の関わり、祖父母と孫の関
わりなどについて学ぶ機会を
提供し、育児力の向上を図
る。
ゆとりをもって子育てができる
ように親子で楽しんだり、リフ
レッシュできる機会を提供し、
親子の関わりを豊かにする。

資料３-７

令和元年（2019年）11月12日

札幌市健康づくり推進協議会
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

備考

その他関連計画 担当

項目

令和元年度以降の方向性
（中間評価後）

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等 関連する事業等の概要 取組方針

H30
取組
状況

実績

子育て支援総合
センター 605 1,069 792 546 449

区保育・子育て支援
センター（7か所） 2,456

区子育て支援係
（10区）

1,208

開催回数 172 116 144 71 116
参加者数 1,567 1,147 1,491 857 1,009
開催回数 789
参加者数 3,604 11,376 9,087
開催回数 248 440 378 479 539
参加者数 12,445 11,971 10,603

122

出前子育て
相談ピンポ
～ンこんにち
は

家庭訪問による相談を希望する子育て家庭に、子ど
もへのかかわり、具体的な遊び方や情報提供を行っ
ています。（子）子育て支援部）

3.6 継続 32 26 39 37 35

家庭訪問による相談を希望す
る就学前の子育て家庭に、子
どもへの関わり方、具体的な
遊び方や情報提供を行い、子
育てに関する不安感、府t南
関が軽減できるよう保育的観
点からの支援を行う。

子）
子育て支
援部

子育て支
援総合セ
ンター

144 144 144 144 144

147 52 72 55 63

124
保健センター
での電話相
談

妊娠・出産・産後の健康相談、育児やお子さんの健
康に関する相談などについて、電話相談を行ってい
ます。（各区保健センター）

1.2.3.6 継続 14,373 19,377 19,586 20,042 20,094 今後も継続して実施する。 保） 保健所
健康企画
課

14,949 14,810 14,265 14,012 13,265

830 887 972 954 803

1,513 1,384 1,463 1,815 1,519

10.5% 未調査 7.0% 未調査 未調査 50% 平成29年度

127
新生児マス
スクリーニン
グ検査

新生児を対象として、先天性代謝異常等の早期発
見、早期治療を図るため出生した市内の医療機関
で採血し、市衛生研究所で検査を実施しています。
（保）衛生研究所）

３,４ 継続 16,465 16,474 15,877 15,834 15,038
平成25年度から30年度に、101名の患者を発
見し、早期治療開始による患者の発症防止及
び予後改善に結び付けた。

パンフレット、リーフレット、ホーム
ページを用いて市民へ事業の啓発
を行う。また、従来より多くのアミノ酸
を分析可能な新しい分析法を開発し
たため、本法を二次検査として運用
することで、より高い精度で事業を
実施していきたい。

新・さっぽろ子ども
未来プラン

受検率
110.0%

31年度 保）
衛生研究
所

保健科学
課

128
神経芽腫ス
クリーニング
検査

１歳６か月児を対象として、神経芽腫の早期発見、
早期治療を図るため尿によるスクリーニング検査を
市衛生研究所で実施しています。（保）衛生研究所）

3 廃止 9,752 9,547 8,052
平成25年度から28年度に、8
名の患者を発見し、早期治療
に結び付けた。

28年度限りで事
業を休止した

新・さっぽろ子ども
未来プラン

受検率
110.0%

31年度 保）
衛生研究
所

保健科学
課

129
胆道閉鎖症
検査

１か月児を対象として、胆道閉鎖症の早期発見、早
期治療を図るため、便色調によるスクリーニング検
査を市衛生研究所で実施しています。（保）衛生研
究所）

3 継続 14,310 14,503 14,118 14,058 13,425

期間内における本検査による直接の発見者数
は0であるが、追跡調査により、検査前（生後1
か月前）発見患者が3名確認されており、母子
手帳を利用した啓発による事業全体の効果と
考えられる。

母子健康手帳、ホームページを用い
て市民へ事業の啓発を行う。今後も
継続して事業を実施し、胆道閉鎖症
の早期発見、早期治療に結び付け
たい。

新・さっぽろ子ども
未来プラン

受検率
100.0%

31年度 保）
衛生研究
所

保健科学
課

130
４か月児健
康診査

４か月児を対象として、健全育成と疾病等の早期発
見を図るため健康診査と保健指導を実施していま
す。（各区保健センター）

３,４,５,６ 継続 14,458 14,301 14,144 13,701 13,301 今後も継続して実施する。
新・さっぽろ子ども
未来プラン

保） 保健所
健康企画
課

131
１歳６か月児
健康診査

乳児から幼児への移行期にあたり、身体・精神およ
び行動発達状況をチェックするとともに、育児指導、
歯科健診を実施しています。（各区保健センター）

３,４,５,６ 継続 14,133 13,983 14,292 14,055 13,409 今後も継続して実施する。
新・さっぽろ子ども
未来プラン

保） 保健所
健康企画
課

132
３歳児健康
診査

幼児期における身体および精神の発達状況をチェッ
クするとともに歯科健診、保健指導を実施していま
す。（各区保健センター）

３,４,５,６ 継続 13,956 13,740 13,999 13,992 13,958 今後も継続して実施する。
新・さっぽろ子ども
未来プラン

保） 保健所
健康企画
課

380 618 673 725 739

226 546 614 696 703

134
乳幼児健康
診査

健全育成を図るため、10か月児および経過観察を
要する乳幼児に対し、健康診査と保健指導を実施し
ています。（各区保健センター）

３,４,５,６ 継続 13,796 14,081 13,865 13,386 13,095 今後も継続して実施する。 保） 保健所
健康企画
課

135

乳児・１歳６
か月児・３歳
児・５歳児精
密健康診査

乳児・１歳６か月児・３歳児及び５歳児健康診査の結
果、精密健診を要する児に対し、市内の医療機関に
委託し、実施しています。（指定医療機関）

３,４,５,６ 継続 2,354 2,805 3,234 3,559 3,649 今後も継続して実施する。 保） 保健所
健康企画
課

妊産婦 15,036 15,003 15,349 15,880 14,761

新生児 3,782 3,787 3,969 3,878 3,252

未熟児 1,133 1,157 1,193 1,184 1,075

137
乳幼児精神
発達相談

言語・情緒発達に心配のある乳幼児とその親に対
し、子どもの発育・発達を促すとともに、良好な親子
関係の構築と育児不安の軽減を図るため、各区保
健センターにおいて個別の発達相談を行っていま
す。（各区保健センター）

3 継続 2,261 2,257 2,216 2,216 2,072 今後も継続して実施する。
新・さっぽろ子ども
未来プラン

保） 保健所
健康企画
課

親
子
の
健
康

札幌市産婦
人科救急電
話相談

夜間の急な産婦人科系疾患について、毎日午後7時
から翌午前9時までの間、助産師等が電話で相談を
受け、必要に応じて医療機関への搬送調整を行って
います。（保）保健所）

3,860

区子育て支援係に合算

子）

子どもの成長・発達など、
子育て全般の相談を受け、
必要に応じて関係機関と連
携をとりながら問題解決の
手助けをすることで、ゆとり
をもった子育てができるよ
う支援する。

今後も継続して実施する。

区子育て支援係（10区）

区子育て支援係に合算
区子育て支援係に合算

区子育て支援係
（10区） 区保育・子育て支援センターに合算

小・中・高校生等に乳幼児
とのふれあいや、子育てに
関する多様な体験に機会
を提供する中で、触れ合う
楽しさや命の尊さ、男女が
ともに育児に係ることの大
切さなどを伝えていく。

開催回数

3,345

121
次世代育成
支援事業

小・中・高校生に乳幼児とのふれあいや、子育てに
関する多様な体験の機会を提供し、ふれあう楽しさ、
命の尊さ、男女が共に育児にかかわることの大切さ
などを伝えています。（子）子育て支援部）

3.6 継続

継続支援実施数

126

妊産婦、未熟児、新生児等を対象として、各区保健
センター職員及び母子保健訪問指導員により家庭
訪問を行い、必要な保健指導を実施しています。（各
区保健センター）

2.3.4.5.6 継続 指導件数

3 継続

面接相談数

子育て支援総合
センター

区保育・子育て支援セ
ンター（7か所）

認定こども園にじいろ

相談件数

3,353 3,193

133
５歳児健康
診査・５歳児
発達相談

５歳児を対象として、発育・発達の確認や育児支援、
就学に向けた準備への支援等を行うため健康診査・
発達相談を実施しています。(各区保健センター)

３,４,５,６ 継続

123
女性の健康
支援相談

妊婦、産婦を含む、思春期から更年期に至る女性を
対象に、妊娠・出産・産後の健康相談、育児相談、
家族計画、性や性感染症、不妊、更年期障害など女
性の心身に関する相談を行っています。（各区保健
センター）

1,２,６,７,８,９ 継続

120 子育て相談
子育てや子どもの成長発達における心配事や悩み
事などの相談について、電話または面談により行っ
ています。（子）子育て支援部）

子育て支
援部

子育て支
援総合セ
ンター

区保育・子育て支
援センターは
H27.4月にちあふ
る・みなみが開設
され計７か所。
H31年4月にちあ
ふる・あつべつが
開設され計８か所
になる。

H27より、区保育・
子育て支援セン
ターと区子育て支
援係の一元化体
制により、次世代
育成支援事業、
講座、相談の実
績については区
保育・子育て支援
センターと区子育
て支援係を合算
している。

子）
子育て支
援部

125
妊婦支援相
談事業

妊娠届出書の提出時に面接相談を実施し、支援が
必要な妊婦に対して、家庭訪問等による継続支援を
実施しています。（各区保健センター）

1.3.6 継続

さっぽろ医療計画 保）
昨年度同様に継続して実施
する。

受診者数

子育て支
援総合セ
ンター

継続

参加者数

電話相談

保健所
健康企画
課

市民認知度

電話相談件数
平成28年10月から実施してい
る対応時間の延長（翌朝7時
まで→翌朝9時まで）を継続し
て実施する。ホームページ等
を用いて市民への周知を図
る。

二次医療機関への受診調整：104件
三次医療機関への受診調整：54件

受診者数

受診者数

受診者数

受検者数

受検者数

受検者数

さっぽろ医療計画 保健所
医療政策
課

保）

新・さっぽろ子ども
未来プラン
第3次男女共同参
画さっぽろプラン

保） 保健所

リスクアセスメントを実施し、
妊婦の不安を軽減するととも
に、支援が必要な妊婦を把握
して継続的な支援につなげて
いく。

健康企画
課

保） 保健所
健康企画
課

相談件数(延べ数)

保） 保健所
健康企画
課

今後も継続して実施する。

新・さっぽろ子ども
未来プラン
第3次男女共同参
画さっぽろプラン

相談者数

受診者数

受診者数

新・さっぽろ子ども
未来プラン

136
母子保健訪
問指導
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

備考

その他関連計画 担当

項目

令和元年度以降の方向性
（中間評価後）

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等 関連する事業等の概要 取組方針

H30
取組
状況

実績

138

保健と医療
が連携した
育児支援
ネットワーク
事業（育児支

市内の医療機関において、「育児支援が必要」と判
断された親子に対し、医療機関と各区の保健セン
ターが連携を図りながら育児不安の軽減および児童
虐待発生予防のために家庭訪問等による育児支援
を行っています。（各区保健センター）

3.6 継続 865 903 933 920 969
精神科や歯科医療機関等連
携医療機関の対象を広げ、
ネットワークの拡大を図る。

新・さっぽろ子ども
未来プラン
さっぽろ医療計画

保） 保健所
健康企画
課

139

小児慢性特
定疾病児童
等療育相談
支援事業

慢性疾病にかかっていることにより長期療養を必要
としている子どもやその家族に対し、療養上や日常
生活上の悩みや不安などについての相談対応や助
言、福祉サービスなどの情報提供を行っています。
（各区保健センター）

3 継続 138 211 312 271 277

今後も同内容の事業を継続
するとともに、相談を通じて把
握した悩み・不安等に対する
新たな支援を検討していく。

保） 保健所
健康企画
課

140
札幌市要保
護児童対策
地域協議会

児童虐待予防・防止に関して活動している関係機関
を集め、情報の共有化、事例検討等を行い、連携の
強化を図っています。（子）児童相談所）

6 継続 1 1 1 1 1 令和元年度以降も継続予定。
新さっぽろ子ども
未来プラン

なし なし 子）
児童相談
所

地域連携
課

141
区要保護児
童対策地域
協議会

各区健康・子ども課家庭児童相談室において、児童
虐待予防・防止、早期発見および虐待事例への円
滑な支援を行う地域ネットワークを構築するため、関
係機関代表者による連絡調整会議、事例検討会、
研修会等を行っています。（各区保健センター）

6 継続 245 174 256 287 293
293回のケース検討会議の中で、492
事例の検討を行った。

各種会議は今後も適宜行っ
ていく。

新さっぽろ子ども
未来プラン

なし なし 子）
児童相談
所

地域連携
課

143
夜間急病セ
ンター事業

夜間（午後７時から翌朝午前７時の間）の急病患者
の応急処置を行っています。小児科においては、患
者の集中する土・日・祝日・年末年始の準夜帯（午後
７時から午前０時までの間）に医師を増員するなど、
診療面を強化しています。
《夜間急病センター》住所：札幌市中央区大通西19
丁目　WEST19　１階

3 継続 14,151 14,771 13,198 12,783 12,595
年中無休で夜間の急病患者の応急処
置を行った。

今後も継続して実施する。
さっぽろ医療計画
2018

保） 保健所
医療政策
課

52か所 52か所

救急告示参
画医療機関
数52か所（維
持）

11か所 11か所

二次救急医
療機関制度
参画医療機
関数（小児
科）11か所
（維持）

1,395 1,756 1,636 1,604 1,506

8,886 9,204 8,672 8,468 7,702

1,270 1,346 1,498 1,438 1,384

1,958 2,128 2,222 2,121 2,124

3,430 3,390 3,100 4,310 4,325

2,443 3,064 3,367 3,942 3,767

148
教育支援セ
ンター設置事
業

学校に通うことが難しい子どもに対応するため、学
校以外の場における子ども支援のあり方を調査研
究し、子どもが抱えている不安や悩み等を和らげる
居場所を設置します。(平成23年度から平成26年度
に実施。平成25、26年度に１か所ずつ、計２か所に
設置予定)（教）学校教育部）

3.6 継続

教育支援セ
ンター宮の
沢の設置

・見学件数
142件
・体験件数
92件
・通室登録数
67件
・状況改善率
46％

教育支援セ
ンター２カ所
の状況

・見学件数
103件
・体験件数
78件
・通室登録数
66件
・状況改善率
50％

教育支援セ
ンター２カ所
の状況

・見学件数
137件
・体験件数
92件
・通室登録数
91件
・状況改善率
63％

教育支援セ
ンター２か
所の状況

・見学件数
　153件
・体験件数
　100件
・通室登録数
　118件
・状況改善
率
　70％

教育支援セ
ンター２か
所の状況

・見学件数
　140件
・体験件数
 　76件
・通室登録数
　105件
・状況改善
率
　59.9％

支援内容等を見直したり工夫
したりしながら、より通室しや
すい施設づくりを進めていく。

札幌市教育振興
基本計画

教）
児童生徒
担当部

教育相談
担当課

149

ポロップひろ
ば(未就学児
の子育て広
場)

各区市立幼稚園にて、就学前の子ども(主に２～６歳
児)と保護者を対象にした子育て広場。月１～２回(開
催日、開催時間は各幼稚園ごとに違う)園庭や園舎
で親子で遊ぶことができ、その中で子どもとのかか
わり方や就園、就学に向けた教育相談も行っていま
す。（平成24年度開始）　（教）学校教育部）

3.6 継続 5,654 5,949 6,216 5,789 5,325
広く市民に周知し、保護者啓
発や支援の質の向上を図る。

札幌市教育振興
基本計画

教）
児童生徒
担当部

幼児教育
センター
担当課

131 152 140 150 35

14,495 16,458 16,677 16,691 3,542

当番参画医療機関数が減少
傾向にあることから、現状の
医療機関数を維持していく。

初期救急医療機関受診者数：91,407
人
二次救急医療機関受診者数：10,273
人

さっぽろ医療計画
2018

2023年度 保） 保健所
医療政策
課

保）

出席者数（延べ数）

二次救急医療機関制度参画医療機
関数（小児科）

3

実施件数

相談件数

開催回数

開催回数

継続

救急告示参画医療機関数

27 27 28

継続して、発達に心配のある
子どもとその保護者に療育支
援及び進路相談を行ってい
く。

育てにくさを抱える子を持つ保護者の
不安と焦りを受け止め、児の特性に応
じた関わり方を伝えるとともに、今後の
方向性について助言することで、その
軽減につながっている。

※H30年度の出
席数の減少は、
大地震のため実
施不可能な会場
があったためと考
えられる。

20
児童相談
所

地域連携
課

受診者数（小児科）

電話相談件数

147 教育相談
不登校や特別支援教育に関わる教育相談を来所お
よび電話で行っています。（市教育センター） 3.6 継続

来所相談件数

教）
児童生徒
担当部

幼児教育
センター
担当課

教育相談件数の増加へ対応
するために、相談体制等につ
いて検討する。

札幌市教育振興
基本計画

18,000人 平成31年度 子）

146
幼児教育相
談

就学前の幼児の発達上の問題、幼稚園等における
適応上の問題、保護者の子育ての悩み、小学校入
学などに関する教育相談を来所および電話で行って
います。（市幼児教育センター）

3.6 継続
来所相談件数

新さっぽろ子ども
未来プラン・アク
ションプラン

230人 平成31年度 子）
児童相談
所

地域連携
課145

さっぽ・こども
広場

保健センターから紹介された発達の気にかかる子ど
もに対して、保健センターや児童会館などの地域の
会場で月1回または週1回、専門スタッフ（保育士・心
理療法士）が小集団での遊びを通して子どもの発達
を促し、保護者の悩みや相談に応じています。また、
保護者に必要な情報を提供し、個々の子どもの適切
な進路をともに考えています。（子）児童相談所

3.6 継続

出席者数（実数）

150
思春期ヘル
スケア事業

様々な困りにより支援を必要
とする子どもへの総合的な相
談体制の構築を検討する。

札幌市教育振興
基本計画

教）
児童生徒
担当部

教育相談
担当課

参加者数

33142
オレンジリボ
ン地域協力
員養成事業

児童虐待の早期発見・早期対応を図るため、民生委
員児童委員、主任児童委員、青少年育成委員、一
般市民等を対象に研修会を開催し、オレンジリボン
地域協力員の養成を行っています。（子）児童相談
所）

6 継続 研修会実施回数 令和元年度以降も継続予定。
平成30年度中に20回の研修を行い、
652名のオレンジリボン地域協力員を
新規登録した。

新さっぽろ子ども
未来プラン・アク
ションプラン

144

休日救急当
番運営事業・
二次救急医
療機関運営
事業等

土日祝日などの休日における初期救急医療体制
や、より大きなけがや病気の際に休日及び夜間に対
応する二次救急医療機関の調整を行い、市民が安
心して生活できる確実な救急医療体制の整備を行っ
ています。（保）保健所）

保健所
健康企画
課

電話相談件数

教育支援センターの
・見学件数
・体験人数

・通室登録人数
・状況改善率

参加者数

市内の小・中・高校の児童・生徒を対象とし、各区保
健センターの専門職が、授業の一環として性（生命）
や性感染症等に関する健康教育を行っています。
（各区保健センター）

7.8.9 継続

実施回数 新・さっぽろ子ども
未来プラン
さっぽろ医療計画

男女共同参画計
画

平成31年度

平成34年度

10代の人工妊
娠中絶実施率
（人口千対）11
人

避妊法を確実
に知っている
人の割合（16
～19歳）40％

学校において課題解決に向
け取り組んでいけるよう、平
成29年度新たに開催した教
育関係者向けに思春期セミ
ナーを継続。また、学校・医
療・保健が連携した地域での
思春期に関するネットワーク
づくりを視野に入れた事業展
開を進めていく。

親世代に向けた性教育は7校で実施
し、参加人数は79名
思春期セミナーは1回開催し、参加人
数は72名

親
子
の
健
康
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度）

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

備考

その他関連計画 担当

項目

令和元年度以降の方向性
（中間評価後）

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等 関連する事業等の概要 取組方針

H30
取組
状況

実績

2 4 4 3 5

183 508 317 124 222

13,075 12,610 13,425 12,940 6,720

86 61 32 30 107

6,992 6,028 5,968 6,956 5,702

36 35 34 24 11

1,046 1,000 833 943 833

3,713 4,074 3,515 3,299 2,653

2,894 3,224 3,554 3,460 3,255

277 1,474 1,805 1,646 1,590

11か所 11か所

産婦人科二
次・三次救急
医療体制参
画医療機関
数
11か所（維
持）

99.5% 100.0%

夜間における
NICU空床確
保率
100％

産婦人科救
急医療体制

①夜間に救急搬送が必要となった妊産婦等に対し
て適切な医療を迅速に提供できるように、医療機関
の受入れ可否情報の集約、案内を行う情報オペ
レーター業務を実施しています。
②助産師による夜間の産婦人科に関する救急電話
相談窓口を開設し、毎日午後7時から翌午前9時ま
での間、産婦人科の症状で不安をお持ちの市民か
らの電話相談に対応しています。
③情報オペレーターが収集した受入れ可否の情報
をもとに、症状、週数等に応じて、適切な救急医療
機関に搬送等を行う仕組みを構築しており、参画す
る医療機関に対して補助金を交付しています。（保）
保健所）

3

救急電話相談窓口について、
平成28年10月より、対応時間
を毎日午後7時から翌午前9
時までに延長した。引き続き
時間延長を実施する。
また、現状の救急医療体制参
画医療機関数と、夜間の
NICU空床率を維持していく。

二次医療機関への受診調整：104件
三次医療機関への受診調整：54件

さっぽろ医療計画
2018

2023年度 保）156 継続

産婦人科二次・三次救急医療体制
参画医療機関数

夜間におけるNICU空床確保率

参加者数

152
若者の性の
健康相談

10～ 20歳代の方を対象に、性や性感染症・避妊等
の悩みについて各区保健センターで相談を行ってい
ます。また、性感染症や避妊に関するパンフレットを
市内の医療機関に送付し、指導や相談に活用する
よう啓発しています。（保）保健所、各区保健セン
ター）

7.8.9 継続

医療機関相談件数

健康企画
課151

思春期・婚前
健康教育等

家族計画、母性保護等について正しい知識の普及
指導をしています。（各区保健センター）

7.8.9 継続

開催回数

保健センター相談件数

保） 保健所

新・さっぽろ子ども
未来プラン
さっぽろ医療計画

男女共同参画計
画

新・さっぽろ子ども
未来プラン
さっぽろ医療計画

男女共同参画計
画

平成31年度

平成34年度

平成31年度

平成34年度

10代の人工妊
娠中絶実施率
（人口千対）11
人

避妊法を確実
に知っている
人の割合（16
～19歳）40％

10代の人工妊
娠中絶実施率
（人口千対）11
人

避妊法を確実
に知っている
人の割合（16
～19歳）40％

平成29年度に新たに作成し
た妊孕性に関するリーフレット
及び既存のリーフレット等を
活用し、保健センターだけで
はなく医療機関や大学等の
教育機関の協力も得ながら
引き続き普及啓発に努める。

平成29年度に新たに作成し
た妊孕性に関するリーフレット
及び既存のリーフレット等を
活用し、保健センターだけで
はなく医療機関や大学等の
教育機関の協力も得ながら
引き続き普及啓発に努める。

相談件数

154

子どもの権
利救済機関
（子どもアシ
ストセンター）

いじめなどの子どもに関する相談に幅広く応じるとと
もに、権利侵害からの救済の申し立て等に基づき、
公的第三者の立場で、問題解決に向けた調査や関
係者間の調整を行います。（子どもアシストセンター）

継続

相談件数（実数）

新・さっぽろ子ども
未来プラン

子）
子ども育
成部

子どもの
権利推進
課

研修会や巡回活動の報告等
により学校及び警察との連携
を図り、効果的な巡回活動に
取り組む。

153
少年育成指
導員による
巡回・相談

相談件数（延べ数）

子）

子どもや保護者を含む大人に
周知の機関となるよう今後も
効果的な広報に引き続き取り
組むとともに、子どもへの普
及が拡大しているＳＮＳを活
用する検討を進め、よりいっ
そう子どもの声を拾い上げら
れるよう、相談方法を研究し
ていく。

電話相談件数

155
幼児の地域
教育相談

就学前の幼児の発達上の問題、幼稚園等における
適応上の問題、保護者の子育ての悩み、小学校入
学などに関する教育相談を市立幼稚園・認定こども
園を会場に、来所および電話で行っています。（市立
幼稚園・認定こども園）

3.6 継続

来所相談件数

新・さっぽろ子ども未
来プラン
札幌市地域福祉社
会計画
さっぽろ障がい者プ
ラン
第2次札幌市自殺総
合対策行動計画
札幌市子どもの貧困
対策計画

親
子
の
健
康

教）
児童生徒
担当部

幼児教育
センター
担当課

相談に対応する幼児教育支
援員等の質的向上を図るた
め、研修を充実させる。教育
相談体制の充実を図り、件数
増に対応するために、相談員
の増員等について検討する。

札幌市教育振興基
本計画

喫煙や怠学など子どもの問題に対応するため、繁華
街や商業施設等を巡回して声かけや指導等を行うと
ともに、悩みを抱えている子への相談にも対応する
など、青少年の健全育成や非行化防止に向けた取
組を行っています。（子）子ども育成部）

継続

巡回指導件数

保） 保健所
健康企画
課

・医療機関への配布数：6340
・大学・短期大学・専門学校等への配
布数：10337枚
・その他思春期保健に関する機関へ
の配布数：8269枚

・医療機関への配布数：6340
・大学・短期大学・専門学校等への配
布数：10337枚
・その他思春期保健に関する機関へ
の配布数：8269枚

保健所
医療政策
課

子どもの
権利救済
事務局

子どもの
権利救済
事務局
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「健康さっぽろ21(第二次)」事業調書（平成26年度～平成30年度） 資料３-８

事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

157
地域保健活
動推進事業

市民が安心して、住み慣れた地域で暮らし続けるこ
とができるよう保健師による地域保健活動の充実を
図り、地域が主体となった自主的な健康づくり活動を
推進するとともに地域特性に応じた見守り体制の整
備など、地域における個別支援のネットワークを構築
します。（保）保健所）

廃止

平成28年度で事業終了。同じ
年度、事業で得られた取組結
果を活用し、健康なまちづくり
を推進する、「地域の保健福
祉課題に応じた健康なまちづ
くり推進事業」を開始。

先行地区の健康課題に応じて、住民や
関係期間と協働で健康課題に取り組ん
でいる。

札幌市地域福祉
社会計画

保） 保健所
健康企画
課

158

札幌圏域地
域・職域連携
推進連絡会
札幌部会

地域保健と職域保健の連携により、健康づくりのた
めの健康情報の共有や保健事業の共同実施、さら
に健康づくりに関する社会資源の相互活用を行い、
生涯を通じた継続的な保健サービスの提供体制を整
備し、生活習慣病予防対策を推進します。（保）保健
所）

継続

生活習慣病の発症・重症化予
防を推進するため、地域・職
域保健の関係機関と連携し、
特定健診・特定保健指導の受
診行動につなげるための普及
啓発を継続していく。

札幌市健康づくり推進協議会と同時に
開催する

保） 保健所
健康企画
課

159
健康づくり
ネットワーク
促進

地域の健康づくり自主活動グループなどで構成され
る各区の健康づくり組織の活動活性化やネットワー
ク化を支援するために、各区保健センターでの研修
等を開催しています。（各区保健センター）

継続

担い手の高齢化に伴い、活動
が停滞している自主活動グ
ループが多い。既存グループ
の側面的支援を継続するとと
もに、若い世代への啓発強化
を検討する。

健康づくり協議会等を設置している区は、
10区中９区。設置している区においても、
ネットワーク活動の維持には多くの支援を
必要としており、活動も縮小傾向にある。
引き続き、既存のグループの活動支援及
び将来的に担い手となる若い世代の意識
醸成やきっかけづくりなどを検討していく。

札幌市高齢者保
健福祉計画・介護
保険事業計画

保） 保健所
健康企画
課

160

健康なまち
づくりフォー
ラムinさっぽ
ろ

「市民との協働による健康なまちづくり」を推進するた
め、各区で健康づくり活動に取り組む市民が一堂に
会し、各区の先駆的取組の実践報告や札幌市の健
康づくりの方針を共有し、住民主体の健康づくり活動
の継続と活性化を推進します。（保）保健所）

廃止

地域の自主活動グループの
取組報告の他、企業の啓発
ブースや大学生の活動発表
の機会を設け、幅広い世代の
市民、企業、関係機関が参
加。アンケートの結果、フォー
ラムへの参加をきっかけに
「健康づくりに取り組もうと思っ
た」と回答した人の割合が約６
割であったことから、一定の効
果があったと考える。

住民主体の健康づくり活動を通した、交流
の場としての役割を終え、今後は中間評
価を踏まえ、働く世代や女性を対象とし
た、健康意識の向上、健康行動の継続を
促す、普及啓発事業として、事業の見直し
を行う。

保） 保健所
健康企画
課

161

健康さっぽろ
21の推進に
関する包括
的連携協定
事業

市民の健康づくりを支える環境の整備のために、企
業・団体との連携による効果的な普及啓発を行い、
市民の健康増進を図ります。（保）保健所）

継続

協定締結企業・団体：27社
企業・団体のネットワークや媒
体を生かし、幅広い世代への
普及啓発を実施。

企業・団体とのつながりのある、働く世代を
対象とした、普及啓発を推進していく。

保） 保健所
健康企画
課

162
さっぽろ医療
ガイド

市民に札幌市の医療体制を周知し、医療に関する相
談窓口などを案内する「さっぽろ医療ガイド」を発行し
ています。（保）保健所）

継続 未調査 未調査 0.3% 0.3% 未調査

「さっぽろ医療ガイド」を各区
役所等に配布した。
また、「さっぽろ医療ガイド」の
他に、出前講座や医療アドバ
イザー制度等により、市民に
札幌市の医療体制を周知し
た。

○出前講座、いきいき健康・福祉フェア
等で配布する。
○「さっぽろ医療ガイド」だけでなく、そ
の他の方法（出前講座等）も活用して、
市民への周知に努めていく。

さっぽろ医療計画
2018

保） 保健所
医療政策
課

163
医療アドバイ
ザー制度

医療機関のかかり方など、市民の医療に関する相談
ニーズに対応するため、専門家等を医療アドバイ
ザーとして登録し、地域における学習会などに派遣し
ます（平成26年度から実施）。（保）保健所）

継続 10人
10人

1団体
10人

2団体
10人

2団体
10人

2団体
11件の派遣依頼があり、延べ
277名が講習に参加した。

今後も継続して実施する。
さっぽろ医療計画
2018

保） 保健所
医療政策
課

2 3 4 4 5 8 平成29年度

43% 未調査 33% 未調査 51% 50% 平成29年度

52,005件 61,546件
さっぽろ医療計画
2018

60,000件 2023年度

1,894 2,155 2,089 2,146 2,086

8.9% 未調査 8.3% 未調査 未調査

166
薬物乱用防
止の推進

薬物の危険性や乱用の防止等に関して市民に向け
た啓発を行います。市独自の事業のほか、関係団体
とも連携し、広範に普及啓発を行います。（保）保健
所）

継続

○北海道等が主催する「６･26ヤ
ング街頭キャンペーン」や札幌薬
剤師会が主催する「薬物乱用防
止キャンペーンinさっぽろ」等啓
発事業へ参加
○区役所交付番号呼出システ
ム、地下歩行空間大型ビジョン、
4プラ大型ビジョンでの薬物乱用
防止啓発
○地下鉄駅掲示板への薬物乱
用防止啓発ポスター掲示（年２
回）
○インターネットを用いた薬物乱
用防止の啓発

今後も継続して実施する。
さっぽろ医療計画
2018

保） 保健所
医療政策
課

担当

項目

医療アドバイザー登録数

さっぽろ医療ガイドの普及度

実績

市民認知度の向上及び相談
件数の増加から、市民に安心
を提供する相談窓口として一
定の成果を上げられていると
考える。

平成28年10月より三者通話による外国
語対応（6か国語）を開始、平成30年4
月より当別町が加入。さらなる参画自
治体数の拡大を目指し、普及啓発に努
める。

令和元年度以降の方向性
（中間評価後）

保） 保健所

その他関連計画

市民認知度

連携自治体数

相談件数

相談対応に対する納得度は、
「納得した」「おおむね納得し
た」を合わせ91.8％であり、約
９割の相談者から対応に納得
いただけている。

相談窓口を継続するとともに機能強化
及び市民啓発を行う。165

医療安全相
談窓口の運
営

既存の医療安全相談窓口を充実し、医療安全に関
する市民への情報提供や相談機能、普及啓発を強
化します。（保）保健所）

継続

備考

さっぽろ医療計画

相談件数
さっぽろ医療計画

2018

要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等

H30
取組
状況

関連する事業等の概要

164
救急安心セ
ンターさっぽ
ろ

継続

急な病気やけがなどで、病院に行くべきか救急車を
呼ぶべきか迷った時、看護師が電話で医療相談を
行ったり、診療時間中の医療機関の案内を24時間
365日行う「救急安心センターさっぽろ」を運営してい
ます。（保）保健所）

医療相談窓口の認知度

健
康
を
支
え
守
る
た
め
の
社
会
環
境
の
整
備

保） 保健所
医療政策
課

医療政策
課
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事業実施による成果
市民・企業の反応

指標の評価

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成30年度 計画名 目標値
目標達成

予定年（年度）
局 部 課

担当

項目

実績
令和元年度以降の方向性

（中間評価後）

その他関連計画

備考要素 事業Ｎｏ
関連する
事業等

H30
取組
状況

関連する事業等の概要

167
食の安全確
保対策

①食の安全を確保するため、年度ごとに市民等の意
見を取り入れた「札幌市食品衛生監視指導計画」を
策定し、効率的かつ重点的な立入検査や衛生講習
会等を行っています。
②食品衛生パネル展や食中毒予防に関するパンフ
レット等により市民に対し正しい食品衛生知識の普
及啓発を行っています。
③食の安全・安心市民交流事業の開催等により、市
民や食品事業者と食の安全確保に関する情報や意
見の交換を行っています。（保）保健所）

継続

「札幌市食品衛生監視指導計
画」に基づき監視指導を行い
食の安全確保するとともに、
パンフレット等による食品衛生
知識の普及啓発、市民交流
事業などのリスクコミュニケー
ション事業を行い、札幌市、事
業者、市民の相互理解を促進
することができた。

今後も、平成30年度の食品衛生法改
正に対応しつつ、安全・安心な食のま
ち・さっぽろ推進計画に基づき、継続し
て監視指導及びリスクコミュニケーショ
ン事業を実施する。

安全・安心な食の
まち・さっぽろ推進
計画
札幌市食品衛生
監視指導計画

保） 保健所
食の安全
推進課

3,322 3,058 2,575 2,469 2,742

14 13 12 7 7

3,960 3,543 3,224 3,540 3,386

2 2 2 2 2

125 124 131 131 119

1,838 2,092 2,032 1,670 1,608
食の安全に関する相談対応
を実施した

今後も引き続き相談対応を行う

3,960 3,543 3,224 3,540 市民相談の実施を継続

171

地域の保健
福祉課題に
応じた健康
なまちづくり
推進事業

少子高齢化及び地域連帯感の希薄化により、孤立
する親子や高齢者が増加するとともに生活習慣病の
重症化や虐待の増加など複雑多様化する地域の保
健福祉の課題を解決し、市民が安心して住み慣れた
地域で生活していけるよう関係者等とのネットワーク
を構築します。

継続

課題解決に向けた予防・早期
支援の取組（健康相談、健康
教育等）強化、自主グループ
活動への支援、関係機関との
ネットワーク強化、新たなネッ
トワークの設立等を目指し、
関係機関とネットワークを構
築し、連携しながら進めていき
たい。

区において、担当する業務を通じた健
康課題の把握とその解決のための予
防的取組をPDCAに基づき実施する。
※経験年数や担当地区の状況に応じ
て、個別、集団、地域全体への取組を
選択し実践していく予定。

札幌市地域福祉
社会計画

保） 保健所
健康企画
課

172

高齢者等の
在宅医療
ネットワーク
推進事業

在宅医療提供体制を整備するため、医療従事者（医
師、看護師等）の人材育成研修を実施し、グループ
診療として後方支援体制を運営します。また、市民に
対しては、在宅医療に関する講演会の実施や「在宅
医療ガイドブック」の発行等により、在宅医療を周知
します。（保）保健所）

継続 42 58

人材育成研修では、参加者よ
り業務のイメージが湧いた、
知識を深めることができた等
の有意義な研修だったという
意見をいただいている。また、
市民向け講演会では多くの方
にご参加いただけた。

今後も引き続き人材育成研修を実施す
る。
また、市民向けの普及啓発を継続す
る。

さっぽろ医療計画
2018

病院：31.7％
一般診療所：
20.5％
歯科診療所：
13.8％

2023年度 保） 保健所
医療政策
課

参加者からのアンケート結果では、内
容が概ね理解できた旨の回答が得ら
れている。

169
札幌市公共
建築物シック
ハウス対策

継続

札幌市の公共建築物の管理に携わる職員等に対
し、「札幌市公共建築物シックハウス対策指針」の遵
守を徹底するとともに、同指針に関する説明会や研
修を毎年実施しています。（保）保健所）

継続
環境衛生対
策

建築物や環境衛生関係施設（公衆浴場、理・美容所
など）の衛生状態の維持・向上を図るため、年度ごと
に事業計画を策定し、立入検査等を行っています。
また、住まいの衛生を含めた環境衛生に関する市民
相談や普及啓発事業に取組んでいます。（保）保健
所）

住まいの衛生展等開催件数

環境衛生営業施設等への監視指導
件数

事業計画に基づく立入検査、
市民相談や普及啓発事業を
今後も継続

環境衛生関係相談件数

環境衛生関係相談件数
（再掲）

医療従事者向け人材育成研修の
実施回数

168

170
市民相談事
業

保健所では、家庭、地域等における食の安全等や良
好な生活環境を確保するため、種々の市民相談を実
施しています。（保）保健所）

健
康
を
支
え
守
る
た
め
の
社
会
環
境
の
整
備

継続

保健所
環境衛生
課

保）

参加者数

保健所
生活環境
課

食の安全
推進課・
環境衛生
課

保）

安全・安心な食の
まち・さっぽろ推進
計画
札幌市食品衛生
監視指導計画

保） 保健所

説明会・研修開催回数

食品衛生関係相談件数

H30年度まで実施
していた施設管理
研修は、主催部
局【総）自治研修
センター、都）建
築保全課、保)生
活環境課）の方針
によりR1年度より
廃止。

全庁的なシックハウス対策の
徹底を図る
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